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[ 午前１０時００分開会 ] 

                                         

 

○議長（沼田邦彦）  おはようございます。ただいまの出席議員は１２名でございます。

定足数に達しておりますので、ただいまから令和４年第１回南那須地区広域行政事務組合

議会定例会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 ここで、議会開会にあたり、組合長の挨拶を求めます。 

 組合長。 

 

○組合長（川俣純子）  おはようございます。今回の広域組合の会議にお集まりいただき

ありがとうございます。 

 本日はまた、傍聴に多くの方々がご参席いただきありがとうございます。 

 今回、コロナということで、いろんなことが滞っていたり、あと進むことができなかった

り、皆さんにご迷惑がかかり、ご心配をかけたり、不安に思ったりをさせています。 

 広域としましては、病院、消防とかも抱えておりますので、対応に追われているところで

あります。 

 今のところ那須南病院では医療逼迫までは迫っておりませんが、対応をさせていただき、

十分な治療をさせていただいております。 

 また、消防のほうの救急隊においては、搬送に全力を尽くさせていただき、誠意を持って

対応させていただいているところであります。 

 なかなか終息が見えませんので、皆様方にもご不安、とてもあると思います。ただ、大き

な情報を上げるということも出来ずに、皆さんにまた不安を与えていることも確かです。 

 ただ、情報源がなかなか来ませんので、皆さんに細かいご報告ができないことは心苦しく

思っていますが、暴くことではなく、皆さんで静観していただくことを皆さんに願っていま

す。よろしくお願いしたいと思います。 

 また、今回は衛生センターの説明会をさせていただくことにしまして、１月１４・１５日

と会議を開くことになっておりましたが、説明会がやはりコロナのまん延防止になりまし

たので、開くことができませんでした。 

 今回はそのことに関しても、皆さんからご質問やご意見をいただいておりますが、地元の

自治会の方々や、そういう方々と協議をさせていただき、どのように進めるかを決めていき

たいと思いますので、その報告は別にさせていただきたいと思いますので、よろしくお願い
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したいと思います。 

 本日は７議案ありますので、慎重なご審議をお願いしたいと思います。 

 私どもも誠意を持って対応させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 

○議長（沼田邦彦）  以上で組合長の挨拶が終わりました。 

 本日の議事日程につきましては、事前配付のとおりでございます。 

 日程に入る前に、ご連絡がございます。下野新聞烏山支局の手塚支局長から、この議場の

写真撮影の申出がございました。 

 南那須地区広域行政事務組合議会傍聴規則第７条の規定に基づき、議長においてこれを

許可いたしますので、ご承知おきをいただきたいと思います。 

 これより、議事日程に基づき、議事に入ります。 

                                         

 

   ◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

 

○議長（沼田邦彦）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本件については、会議規則第１１８条の規定により、議長において指名いたします。 

 会議録署名議員に７番、川俣義雅議員、８番、矢板清枝議員の２名を指名いたします。 

                                         

 

   ◎日程第２ 会期の決定 

 

○議長（沼田邦彦）  日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。本定例会の会期は本日１日としたいと思いますが、ご異議ございませ

んか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

○議長（沼田邦彦）  異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は本日１日と決定い

たしました。 
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   ◎日程第３（議案第１号）南那須地区広域行政事務組合一般職の任期付職員の採用

及び給与の特例に関する条例の施行に伴う関係条例の整備に関する条

例の制定について 

 

○議長（沼田邦彦）  日程第３（議案第１号）南那須地区広域行政事務組合一般職の任期

付職員の採用及び給与の特例に関する条例の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制

定についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。組合長。 

 

〔 組合長 川俣純子 登壇 〕 

 

○組合長（川俣純子）  議案第１号につきまして、提案理由の説明を申し上げます。 

 本案は、平成１４年から平成１６年にかけて整備された地方公共団体の一般職の任期付

職員の採用に関する法律に基づく、専門的な知識・経験等を有する人材を常勤の一般職とし

て採用できる任期付職員制度を新たに導入することを目的とし、南那須地区広域行政事務

組合一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例が昨年開催の１１月臨時議会

において可決されたことに伴い、現在の再任用制度を含めた職員任用制度全体の適正化を

図るため、関係条例の条項の整備を一括して行うものであります。 

 詳細につきましては総務課長から説明させますので、何とぞ慎重にご審議の上、可決・ご

決定くださいますようお願いを申し上げ、提案理由の説明といたします。 

 

○議長（沼田邦彦）  総務課長。 

 

○事務局次長兼総務課長（小口正一）  それでは命により、ただいま上程になりました本

条例の制定についてご説明申し上げます。 

 今般の会計年度任用職員制度の導入に併せ、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用

に関する法律に基づき、専門的な知識・経験等を有する人材を常勤の一般職として採用でき

る任期付職員制度を新たに導入することを目的とし、南那須地区広域行政事務組合一般職

の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例が、昨年１１月の組合臨時会において可

決されたことに伴い、現在の再任用制度を含めた職員任用制度全体の適正化を図るため、関

係条例の条項の整備を一括して執り行うものでございます。 

 本条例におきましては、全部で７つの条例を改正する条例となってございます。 
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 まず、議案書の１ページから２ページにかけまして、第１条として、職員の分限に関する

手続及び効果に関する条例の一部改正があろうかと思います。現行の第１条の改定でござ

いますが、これは実施規定の改定でございます。 

 続きまして第２条でございますが、地方公務員法で定めます休職の事由以外の休職の事

由について、追加するものでございます。 

 続きまして３条、４条でございます。こちらにつきましては、降給の種類及び事由の追加

をするものでございます。 

 続きまして５条でございます。こちらにつきましては、降任、免職、休職及び降給の手続

を定めたものでございます。 

 第６条につきましては、書面の交付について追加規定するものでございます。 

 それから、３ページをご覧いただきたいと思います。こちらのほうにつきましては、７条

といたしまして、休職の期間を定める規定を明確化したものでございます。 

 続きまして、復職の規定を９条で追加するものでございます。４ページをご覧いただきた

いと思います。 

 第１０条でございますが、こちらは失職の特例を追加する条項となってございます。 

 続きまして１１条でございますが、条件付採用期間中の職員及び臨時的に任用された職

員の取扱いについて、規定を追加するものでございます。 

 基本的に、この一部改正の条例につきましては、栃木県の条例に倣い、改正しているとこ

ろでございます。 

 続きまして、議案書４ページ下段をご覧いただきたいと思います。 

 第２条、職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正でございま

す。こちらのほうは、職員団体の明確化を図るため、所要の改正を行うものでございます。 

 続きまして第２条の改正でございますが、本条例の第６条におけます勤務時間条例の改

正に伴い、条ずれが生じたことによる所要の改正となってございます。 

 続きまして、５ページをご覧いただきたいと思います。 

 第３条でございます。こちらは職員の給与に関する条例の一部改正でございます。 

 まず、第２条の改正でございますが、那須烏山市の例に倣い、構造の見直しを図り、再構

築を図る規定としてございます。 

 続きまして、７ページから８ページをご覧いただきたいと思います。 

 １３条、１４条の関係でございますけれども、これは先ほど述べさせていただいた勤務時

間条例、本条例の第６条にあたりますけれども、勤務時間条例の改定に伴う条ずれが生じた

ことによる所要の規定の整備でございます。 
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 続きまして、９ページから１０ページにかけてでございます。 

 こちらに第２５条、２７条の改定、加えまして第２７条の２の追加でございます。 

 こちらにつきましては、休職者の給与、会計年度任用職員の給与及び費用弁償、臨時的任

用職員の給与に関しまして、那須烏山市の例に倣い整理させていただいたものでございま

す。 

 続きまして、１０ページの下段をご覧いただきたいと思います。こちらは第４条といたし

まして、技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正でございます。 

 １１ページをご覧いただきたいと思います。 

 第２条、第３条の改正でございますが、これは先ほどの職員の給与条例と同様に整理、改

正をさせていただいたものでございます。 

 続きまして、議案書の１３ページをご覧いただきたいと思います。 

 こちらに第１９条の改正、第１９条の２の追加、第１９条の３の追加が、それぞれ任期付

職員の給与、会計年度任用職員の給与、臨時的任用職員の給与の取扱いに関しまして、那須

烏山市の条例に倣い、所要の改定を行ったものでございます。 

 続きまして、議案書の１４ページをご覧いただきたいと思います。 

 第５条といたしまして、職員の育児休業等に関する条例の一部改正についてでございま

す。 

 こちらにつきましては、第２条につきましては、育児休業をすることができない職員を明

確にするため改正するものであり、国から示された参考条例に倣って、所要の改正をするも

のでございます。 

 続きまして、議案書の１６ページをご覧いただきたいと思います。 

 こちらは第６条の２の追加でございます。こちらにつきましては、任期付職員条例の制定

により、同条例に一般任期付職員の給与の取扱いを定めたことに鑑み、育児休業に伴う任期

付職員の給与の取扱いについては、任期付職員条例に基づく一般任期付職員の給与の取扱

いを準用することを本条の１項として定めること等の所要の改正でございます。 

 続きまして、ページが飛びますけれども、２１ページから２２ページにかけて、ご覧いた

だきたいと思います。 

 こちらにつきましては、第２４条及び第２５条の追加でございます。 

 内容といたしましては、国が提唱する働き方改革の内容に基づきまして、第２４条につき

ましては、妊娠・出産等を申し出た職員に対する個別の周知、意向確認や、第２５条におき

ましては、勤務環境の整備に関する規定を義務づけるものを定めるものでございます。 

 内容的には、国から示された通知の内容に基づき、所要の追加改正を行うものでございま



6 

 

す。 

 続きまして、２２ページの下段をご覧いただきたいと思います。 

 第６条といたしまして、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正でござい

ます。 

 ２３ページをご覧いただきたいと思います。 

 第２条の改正でございますが、こちらは、任期付職員条例の第６条の規定により採用され

た任期付短時間勤務職員の勤務時間の基準を、育休法第１８条第１項の規定により採用さ

れた任期付短時間勤務職員と同様とするよう、所要の改正を行うものでございます。 

 続きまして、ページ飛びまして２６ページをご覧いただきたいと思います。 

 こちらに第１８条の改正、第１９条の改正といたしまして、会計年度任用職員の勤務時間、

休暇等、臨時的任用職員の勤務期間、休暇等につきまして、この条例にかかわらず、その職

務の性質等を考慮して組合長が別に定めるところに従い、任命権者が定めるという取扱い

をするための所要の改正でございます。 

 続きまして、２７ページから２８ページにかけてでございます。 

 別表１の中の５の項、結婚休暇の取扱いでございますけれども、結婚休暇における「結婚

の日」の解釈につきまして、国の運用に基づいて、事実婚の取扱いを含めた規定の整備をさ

せていただいたものでございます。 

 ２８ページをご覧いただきたいと思います。 

 こちらは６の２の項でございます。いわゆる不妊治療休暇の取扱いを追加させていただ

くものでございます。 

 国において、不妊治療のための特別休暇の新設に伴い人事院規則が改正されたことから、

国の例に倣い、所要の改正を行うものでございます。 

 議案書の２９ページをご覧いただきたいと思います。 

 １０の２の項でございます。いわゆるつわり休暇の取扱いでございます。 

 ２８ページに、９の項として妊婦休息・補食休暇、及び２９ページの１０の項に妊婦通勤

緩和休暇といったような具体的な表現のほかに、那須烏山市、またはそのほかの多くの自治

体におきまして、つわり休暇を特別休暇の１つとして位置づけていることから、追加する規

定をしたものでございます。 

 続きまして、ページ飛びまして３２ページの下段から３３ページの上段でございます。 

 こちらのほうは別表第１に続きまして、特別休暇の取得単位を備考において補完するも

のでございます。 

 続きまして３３ページでございます。こちらにつきましては、別表第２の中の忌引休暇の
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日数の精査を行ったもの、及び別表第２の備考に忌引休暇を取得する際の注意事項等を追

加表記するものでございます。 

 続きまして、３３ページ中段にございます第７条、職員の配偶者同行休業に関する条例の

一部改正でございます。 

 ３３ページの下段をご覧いただきたいと思います。 

 こちらの第２条の改正でございます。基本的にこちらは、人事院規則等の国の運用に倣い、

所要の改正を行うものでございます。 

 ３４ページをご覧いただきたいと思います。６条に項を追加するものでございますが、こ

ちらにつきましては、地公法第２６条の６第３項の規定に基づきまして、所要の改正を行う

ものでございます。 

 同じく７条の２、こちらにつきましては、人事院規則の例に倣い、規定の整備を行うもの

でございます。 

 続きまして３４ページから３５ページにかけてでございますが、第８条の改正でござい

ます。 

 こちらは、任期付職員条例の制定により、同条例に一般任期付職員の給与の取扱いを定め

たことに鑑み、配偶者同行休業に伴う任期付職員の給与は、任期付職員条例に基づく一般任

期付職員の給与の取扱いを準用することとして定めたものでございます。 

 以上、７つの条例一部改正の内容を申し上げましたが、最後に、この本条例の施行日は、

１１月の議会で可決されました任期付職員条例と同一日の令和４年４月１日より施行とし

たいと考えてございます。 

 説明は以上でございます。 

 

○議長（沼田邦彦）  提案理由の説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑は

ございませんか。 

 

○４番（小川洋一）  いいですか、１点だけ。 

 

○議長（沼田邦彦）  ４番、小川議員。 

 

○４番（小川洋一）  ７条、３ページなんですけど、休職期間なんですけど、普通は３年

以内ということでありますけど、「ただし、公務上の傷病による休職の期間は３年を超えて

定めることができる」とあります。 
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 これは、上限というのはどの辺まで。３年以上何年まで上限というのはあるんでしょうか。

１点だけ。 

 

○議長（沼田邦彦）  総務課長。 

 

○事務局次長兼総務課長（小口正一）  ただいまの小川議員のご質問に対してお答えいた

します。議員おっしゃるとおり、これは公務上、例えば消防の方が災害現場で従事している

最中におけがをなされて長期で入院をされる、そういったことに対して、当然のことですが、

３年以上かかるような疾病ということになりますと、その相当期間は、最終的には命令権者

が定める期間ということになってございますので、上限というのは特段設けていないのが

事実でございます。 

 以上でございます。 

 

○４番（小川洋一）  了解です。 

 

○議長（沼田邦彦）  よろしいですか。ほかにございませんか。 

 ９番、平塚議員。 

 

○９番（平塚英教）  １４ページの育児休業に関する条例の一部改正なんですが、育児休

業を取ることができない職員というのがあるんですけども、具体的にはどのような職員が

育児休業を取れないというようなことなんですか。説明をお願いします。 

 

○議長（沼田邦彦）  総務課長。 

 

○事務局次長兼総務課長（小口正一）  ただいまの平塚議員の質問に対してお答え申し上

げます。 

 こちら、議案書の１４ページに、それぞれ第２条として掲げさせていただいてございます

けども、基本的には、任期付職員というのは育休は取れませんよと。これは１４ページの第

２条第１号にございます。 

 第２号につきましては定年に関する条例で、定年後も引き続き勤務する方というものも、

この育児休業を取れないということでございます。 

 あと第３号につきましては、今回、１１月の議会で可決・成立いたしました任期付職員の
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条例に対応する短時間勤務の職員につきましても、育児休業の対象とはならないというこ

とでございます。 

 あと、第４号につきましては非常勤職員、これは短時間勤務職員を除きますが、そちら以

外の非常勤職員という位置づけになってございます。 

 それと、１５ページに戻りまして、これは国の規定で、簡単に言えば育児休業をする範囲

というのが拡大されたというものでございますけれども、現行のほうで、アの（ア）、任命

権者を同じくする職に引き続き在職した期間が１年以上という縛りがなくなったというこ

とで、緩和されたということでご理解をいただければなと思ってございます。 

 説明は以上でございます。 

 

○９番（平塚英教）  了解。 

 

○議長（沼田邦彦）  ほかにございませんか。 

 ２番、中山議員。 

 

○２番（中山五男）  議案第２号から３点ほどお伺いします。今回の条例改正は、７つの

条例の中からの一部改正で、大変、私もこれは難解な部分があるんですが、まず１点お伺い

します。 

 今回の改正は那須烏山市の条例に基づいて改正したといいますが、これ以外の条文、これ

は国とか県に準じた内容になっているのかどうかということです。これが１点です。 

 あと、４ページの第２条で、組合職員による団体、結局、職員組合の関係が設けられてい

ますが、広域行政の職員組合の中に、現に職員組合のような団体があるのでしょうか。もし

あるとすれば、どのような活動をされているのかをお伺いしたいと思います。 

 それから３点目ですが、前に渡されました説明文の３ページを見ますと、これは一般の職

員以外で再任用職員、任期付職員、会計年度任用職員、臨時的任用職員、様々な形態の職員

が広域行政で勤務しているわけなのですが、それぞれの人員と、この勤務体系についてお伺

いをしたいと思います。 

 以上です。 

 

○議長（沼田邦彦）  総務課長。 

 

○事務局次長兼総務課長（小口正一）  ただいま中山議員のほうからご質問のほう３点お
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答え申し上げます。 

 まず１点目、７つの条例でございますけれども、まず第１条の分限条例につきましては、

栃木県の条例に準じて改正したものでございます。第２条の職員団体の条例につきまして

は、基本的に今回のこの制定条例の中の条ずれが生じたことによる整理条例でございます

ので、特段、参考とするところはございません。 

 第３条の給与条例につきましては、那須烏山市の条例に準じ改正させていただいたもの

でございます。 

 同じく第４条につきましても同様でございます。 

 第５条の育休条例につきましては、今般、国より示された参考条例がございましたので、

こちらの参考条例に準じ改正させていただいたものでございます。 

 第６条の勤務時間条例につきましては、これも同じく国より示された参考条例及び市の

条例、先ほどの結婚休暇とかつわり休暇とか、そういったものは市の条例に準じ改正させて

いただいたものでございます。 

 第７条の配偶者同行条例につきましては、国の人事院規則を主として改正したものでご

ざいます。 

 続きまして、２番目のご質問でございます。職員組合はあるのかないのかということでご

ざいますが、現時点で存在はしてございません。当然のごとく、活動もしていないというよ

うな状態でございます。 

 続きまして３番目、それぞれの人員でございますけれども、再任用職員、これは令和３年

の４月１日現在で申し訳ございません、再任用職員につきましてはフルタイム、１日７時間

４５分勤務の方が７名、短時間勤務、ちょっと細かい、１日６時間とか、ちょっと細かくて

申し訳ないのですが、調べてございませんで、短時間の再任用職員は１名。あと任期付職員、

昨年４月１日現在には当然ございません。任期付条例は今年の４月１日以降の制度でござ

いますので、今現時点ではおりません。 

 あと、会計年度任用職員につきましては、フルタイム、７時間４５分勤務の方が２名、短

時間勤務の方が５１名います。 

 あと、臨時的任用職員につきましては、本組合においては該当はございません。 

 以上でございます。 

  

○２番（中山五男）  了解しました。 

 

○議長（沼田邦彦）  ほかにございませんか。 
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〔「なし」の声あり〕 

 

○議長（沼田邦彦）  これで質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。討論はございませんか。 

 

〔「なし」の声あり〕 

 

○議長（沼田邦彦）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 採決いたします。議案第１号 南那須地区広域行政事務組合一般職の任期付職員の採用

及び給与の特例に関する条例の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定については、

原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

○議長（沼田邦彦）  異議なしと認めます。よって、議案第１号 南那須地区広域行政事

務組合一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の施行に伴う関係条例の整

備に関する条例の制定については、原案のとおり可決いたしました。 

                                         

 

   ◎日程第４（議案第２号）南那須地区広域行政事務組合職員の特殊勤務手当に関す

る条例の一部改正について 

 

○議長（沼田邦彦）  日程第４（議案第２号）南那須地区広域行政事務組合職員の特殊勤

務手当に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 組合長。 

 

〔 組合長 川俣純子 登壇 〕 

 

○組合長（川俣純子）  議案第２号につきまして、提案理由の説明を申し上げます。 

 令和３年１１月１９日に閣議決定された、コロナ克服・新時代開拓のための経済対策に基
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づき、地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関に勤務する看護職員の処遇を改善

するための補助事業が、厚生労働省より創設されたところであります。 

 厚生労働省から示された内容によりますと、各現場で働く地方公務員の処遇改善に必要

な費用についても対象となっているところであり、賃上げ効果が継続される取組を行うこ

とを前提とし、収入を１％程度引き上げるための処遇改善措置を実施することとなってお

ります。 

 それでは、議案第２号をご覧ください。 

 第２条関係でありますが、第１０号として、看護業務に従事する看護師等の特殊勤務手当

を追加するものであります。 

 第１２条関係でありますが、看護職員の収入の１％程度の処遇改善措置を実施すること

が必要なことから、国より示された目安額として、同条第２項に、４,０００円以内の範囲

内で支給することができるよう、所要の改正をするものであります。 

 なお、施行日につきましては、当該補助事業の要件として、処遇改善措置を令和４年２月

から前倒しすることが必須であることから、令和４年２月１日から適用することとしてお

ります。 

 何とぞ慎重にご審議の上、可決・ご決定くださいますようお願いを申し上げ、提案理由の

説明といたします。 

 

○議長（沼田邦彦）  提案理由の説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑は

ございませんか。 

 ２番、中山議員。 

 

○２番（中山五男）  議案第２号の中から２点ほどお伺いいたします。 

 今回改正で４,０００円の範囲内で支給することができるということですが、この支給額

については、看護職員の給与額によって支給額を変えるのか、それとも一律なのかについて

お伺いします。 

 あと２点目なのですが、最近、救急車でもコロナウイルス感染者を乗せることもあると思

うんですが、そういった消防職員に対する特殊勤務手当について、どのようになっているか

お伺いをいたします。 

 以上です。 

 

○議長（沼田邦彦）  総務課長。 
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○事務局次長兼総務課長（小口正一）  それでは、ただいま中山議員からご質問があった

件についてご説明申し上げます。 

 まず、今回上程されてございます特殊勤務手当の月額４,０００円の範囲内としての考え

方でございます。 

 こちらにつきましては、勤務時間によって支給が変わるということでご理解いただけれ

ばと思います。分かりやすく言いますと、１日７時間４５分勤務の方々は月額４,０００円。

仮に１日６時間勤務、先ほど言った短時間勤務も含めてですけども、短時間勤務する方につ

きましては、例えば１日６時間勤務の方ですと４,０００円掛ける７．７５分の６で算出さ

れた額を支給するということになります。 

 続きまして、救急車に従事する消防職員の特殊勤務手当でございますが、２点ほどござい

ます。 

 １点目は、救急業務に従事する職員、救急車に乗って業務をする方でございます。こちら

のほうの特殊勤務手当として、救急救命士が同行した場合には、従事１回につき３５０円、

救急救命士以外の職員の場合ですと従事１回につき２５０円が特殊勤務手当として支給さ

れます。 

 加えまして、２つ目といたしましては防疫等作業手当、先ほどのコロナの件でございます

けれども、新型コロナウイルス感染症の患者、またはその疑いが強い者を緊急搬送したとき

につきましては、勤務１回につき４,０００円の支給がなされるものでございます。 

 以上でございます。 

 

○２番（中山五男）  了解しました。 

 

○議長（沼田邦彦）  ほかに質疑はございませんか。 

 

〔「なし」の声あり〕 

 

○議長（沼田邦彦）  これで質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。討論はございませんか。 

 

〔「なし」の声あり〕 
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○議長（沼田邦彦）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 採決いたします。議案第２号 南那須地区広域行政事務組合職員の特殊勤務手当に関す

る条例の一部改正については、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

○議長（沼田邦彦）  異議なしと認めます。よって、議案第２号 南那須地区広域行政事

務組合職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正については、原案のとおり可決いたし

ました。 

                                         

 

   ◎日程第５（議案第３号）令和３年度南那須地区広域行政事務組合一般会計補正予

算（第２号）の議決について 

   ◎日程第６（議案第４号）令和３年度南那須地区広域行政事務組合負担金の額及び

負担の方法の変更について 

 

○議長（沼田邦彦）  日程第５（議案第３号）令和３年度南那須地区広域行政事務組合一

般会計補正予算（第２号）の議決について、及び日程第６（議案第４号）令和３年度南那須

地区広域行政事務組合負担金の額及び負担の方法の変更についての２議案は関連がありま

すので、一括議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。組合長。 

 

〔 組合長 川俣純子 登壇 〕 

 

○組合長（川俣純子）  ただいま一括上程となりました、議案第３号 令和３年度南那須

地区広域行政事務組合一般会計補正予算（第２号）の議決について、並びに議案第４号 令

和３年度南那須地区広域行政事務組合負担金の額及び負担の方法の変更について、提案理

由の説明を申し上げます。 

 まず、議案第３号につきまして、概要を申し上げます。 

 今回の補正予算は、歳入歳出をそれぞれ１,４８８万１,０００円を増額し、予算総額を２

２億６,３７８万６,０００円とするものであります。 

 歳入歳出につきまして、主なものの説明を申し上げます。 
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 まず、歳入につきまして、分担金及び負担金において、地方交付税算入額の確定により４

３５万３,０００円の減額。繰越金において、前年度繰越金の確定により１,９２６万１,０

００円を増額するものであります。 

 次に歳出ですが、総務費は、人件費の精査及び財政調整基金への積立てにより２,５４８

万２,０００円を増額するものであります。 

 衛生費においては、人件費のほか、し尿処理費やごみ処理費、一般廃棄物処理施設整備費

の精査により１７１万７,０００円を減額するものであります。 

 消防費においては、人件費の精査、消防総務費負担金の確定により８８８万４,０００円

を減額するものであります。 

 次に、議案第４号、負担金の額及び負担の方法の変更につきまして、概要を申し上げます。 

 負担金の額及び負担の方法の変更につきましては、議案第３号でご説明しましたように、

地方交付税算入額の確定に伴い、負担金の額及び負担の方法の変更をするもので、組合の規

約第１３条第２項の規定により、議決をお願いするものであります。 

 以上、議案第３号並びに議案第４号につきまして概要を説明したところでありますが、詳

細につきましては管理課長から説明させますので、何とぞ慎重にご審議の上、可決・ご決定

くださいますようお願いを申し上げ、提案理由の説明といたします。 

 

○議長（沼田邦彦）  管理課長。 

 

○事務局長兼会計管理者兼管理課長兼書記長（深澤昌美）  それでは、議案第３号並びに

議案第４号について説明申し上げます。 

 初めに議案第３号、令和３年度一般会計補正予算（第２号）について説明いたします。 

 今回の補正予算は、人件費の精査や地方交付税算入額の確定のほか、年度末を迎え、各種

事務事業の確定や見込みがついたものなど、最終的な調整を行い編成したものでございま

す。 

 補正予算書第２号の２ページをお開き願います。 

 第１表、歳入歳出予算補正は、歳入歳出それぞれ１,４８８万１,０００円を増額し、予算

総額を２２億６,３７８万６,０００円とするものです。 

 続いて、事項別明細書に従って説明しますので、４ページをご覧ください。 

 歳入から説明いたします。 

 １款分担金及び負担金は、那須烏山市に算入されます地方交付税の広域行政分が確定し

たことから補正するもので、１項２目衛生費負担金、１節保健衛生費負担金は、病院費負担
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金で２８９万２,０００円を減額し、斎場費負担金で１０万１,０００円を増額するもので

す。 

 ２節清掃費負担金は、し尿処理費負担金で１１万６,０００円を増額し、ごみ処理費負担

金で１８０万８,０００円を減額するものです。 

 ３目消防費負担金は、１３万円を増額するものです。 

 ５款財産収入、１項２目利子及び配当金は、財政調整基金など４つの基金の利子収入で、

利息の確定により２万７,０００円を減額するものです。 

 ８款繰越金は、前年度繰越金の確定により１,９２６万１,０００円を増額するものです。 

 続きまして、歳出について説明いたします。５ページをご覧ください。 

 ２款総務費、１項１目一般管理費は、人事異動及び人事院勧告に準じた給与改定による人

件費の精査で４２５万円を減額するものです。 

 ２目財政管理費は、財政調整基金への積立金２,９７３万２,０００円を増額するもので

す。 

 ３款衛生費、１項１目保健衛生総務費は、病院事業整備基金の利息確定により、積立金３,

０００円を減額するものです。 

 ２項１目清掃総務費は、人件費の精査及び保健衛生センター施設整備基金の積立金など

で３５６万３,０００円を増額するものです。 

 ２目し尿処理費は、事業費の精査により７００万円を増額するものです。 

 ６ページをご覧ください。 

 ３目ごみ処理費は、人件費の精査及び需用費において今後見込まれる需要費の追加など

で３１８万円を増額するものです。 

 ４目一般廃棄物処理施設整備費は、人件費の精査及び施設整備基金の利息確定により４

５万７,０００円を減額するものです。 

 ５目敦賀市民間最終処分場対策費は、委託料の確定に伴い１００万円を減額するもので

す。 

 ４款消防費、１項１目消防総務費は、人件費の精査及び栃木北東地区消防通信指令事務協

議会負担金の確定により８８８万４,０００円を減額するものです。 

 ８ページをご覧ください。８ページから１１ページは給与費明細書となっております。 

 以上で、議案第３号、令和３年度一般会計補正予算（第２号）の説明を終わります。 

 続きまして議案第４号、令和３年度負担金の額及び負担の方法の変更について説明いた

します。 

 今回の変更は、議案第３号で説明申し上げました、那須烏山市に算入されます地方交付税
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の広域行政分が確定したことに伴うものです。 

 那須烏山市の負担額が４３５万３,０００円減額の１４億２,３７４万円となり、負担金

の総額が２１億２,８４２万９,０００円とするものです。 

 以上で、議案第３号、議案第４号の説明を終わります。よろしくお願いします。 

 

○議長（沼田邦彦）  提案理由の説明が終わりました。これより質疑に入ります。なお、

質疑にあたっては議案名及びページ数をお示しください。質疑はございませんか。 

 ９番、平塚議員。 

 

○９番（平塚英教）  地方交付税の確定、またさらにいろいろな事業費の確定に伴うとい

うようなことだと思うんですが、５ページの一番下、し尿処理費の７００万円の減額、これ

は需用費となっておりますけども、具体的にはどういうものの減額というふうに見たらよ

いでしょうか。 

 さらに、今回の地方交付税の減額が確定したためとなっていますが、具体的にどのような

ものが、最初に見積もったものと違って、簡単に言えば認められなかったのか、その辺の 

ほうは精査されているのでしょうか。 

 

○議長（沼田邦彦）  保健衛生センター所長。 

 

○保健衛生センター所長兼施設整備室長（熊田則昭）  それでは、今、平塚議員のほうか

らご質問がありました保健衛生センターし尿処理経費に係る部分についてご説明差し上げ

ます。 

 こちらの減額につきましては、薬品単価の変動、使用量の減ということになっております。 

 

○議長（沼田邦彦）  管理課長。 

 

○事務局長兼会計管理者兼管理課長兼書記長（深澤昌美）  交付税の件ですが、交付税の

どの部分ということではございませんで、これは毎年１０月に交付税の確定がございます。

毎年毎年、基準単価とか補正係数がその時に決定されまして、当初予算のときは概算で計算

しておりますが、その時の決定額によって増減があるということで、今回決定がなされて減

額されたということです。 

 以上です。 
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○９番（平塚英教）  はい。 

 

○議長（沼田邦彦）  よろしいですか。ほかにございませんか。 

 ２番、中山議員。 

 

○２番（中山五男）  １点だけお伺いいたします。５ページの２款総務費中の財政調整基

金、今回２,９７３万２,０００円を積み立てるということになっていますが、この財政調整

基金を、２年度末の決算で既に９,１８９万円ほどありますね。それに当初予算で、まあ僅

かですが１万７,０００円ほど積み立てる。それを含めますと、１億２,１００万円にもなる

んです。この基金がですよ。 

 私は本来、この財政調整基金ではなく、差し迫っている病院の整備のための基金に回すと

か、衛生センターの整備、また一般廃棄物の処理施設の整備基金、それらに入れるべきでは

ないかなと思うのですが、なぜこの、それをしたのか、この財政調整基金に入れたのか、そ

の理由についてお伺いします。 

 

○議長（沼田邦彦）  管理課長。 

 

○事務局長兼会計管理者兼管理課長兼書記長（深澤昌美）  基金の積立てについては、例

年、最終補正において剰余金を積み立ててございます。衛生費の剰余金については施設整備

費のほうの基金に積む、病院会計については病院の基金に積むというルールがありまして、

この一般会計の一般部分については財政調整基金に積むというルールになっておりまして、

ただ、例年ですと１,０００万円から１,５００万円程度の財調の積立てというのが通常だ

ったのですが、今年は２,９７３万２,０００円と、ちょっと高額になっています。 

 この理由につきましては、前年度繰越金が多かったことと、新型コロナウイルスによって

各種事業が中止になったり、旅費が使えなかったということと、人件費の精査、若干退職職

員なんかもいましたので、そういうことで執行残が多額に発生したことにより、今回、多額

の積立てとなったところです。 

 以上です。 

 

○議長（沼田邦彦）  ２番、中山議員。 
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○２番（中山五男）  今、一応了解をしました。ただ、病院の整備基金、今３,３００万

円ほどしかないんですよね。ここに今回の財政調整基金、３,０００万円ほど入れることに

しましたが、これをここに入れるということは、ルール上絶対にできないことなのかどうか

について、再度お伺いします。 

 

○議長（沼田邦彦）  管理課長。 

 

○事務局長兼会計管理者兼管理課長兼書記長（深澤昌美）  絶対にできないということは

ないのですが、市町の担当と、これまでのルールということで処理させていただきましたの

で、今後、病院のほうの大規模改修等が考えられますので、今後は、病院の基金の積み増し

についても市町と検討していければなと思っています。 

 以上です。 

 

○議長（沼田邦彦）  ２番、中山議員。 

 

○２番（中山五男）  繰り返しますが、１億２,１６２万２,０００円になるんじゃないか

と思います、今回の積立てで。 

 これほどの財政調整基金をここに積んでおいて、具体的に何に活用する考えなんですか。 

 

○議長（沼田邦彦）  管理課長。 

 

○事務局長兼会計管理者兼管理課長兼書記長（深澤昌美）  私どもも、この財政調整基金

は、南那須広域の規模から申しますと５,０００万円から１億円程度保有しているのが、財

政規模からいえばよろしいのかなという観点で、ちょっと１億１,０００万円を超えるとい

うことで、若干高額に積み立てているところでありますので、市町からもご指摘は受けてお

ります。 

 ただ、これは毎年毎年の市町の負担金を平準化する財源としても活用しておりまして、当

初予算で３,０００万円取り崩すという予定をしておりまして、今後も市町と協議しながら、

適正な積立てをしていきたいと考えています。よろしくお願いします。 

 

○２番（中山五男）  もう３回やりましたから。はい。 
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○議長（沼田邦彦）  ほかにございませんか。 

 

〔「なし」の声あり〕 

 

○議長（沼田邦彦）  これで質疑を終わります。 

 討論に入ります。討論はございませんか。 

 

〔「なし」の声あり〕 

 

○議長（沼田邦彦）  討論なしと認めます。討論を終わります。 

 採決いたします。なお、採決は１件ごとに行います。 

 （議案第３号）令和３年度南那須地区広域行政事務組合一般会計補正予算（第２号）の議

決については、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

○議長（沼田邦彦）  異議なしと認めます。よって、（議案第３号）令和３年度南那須地

区広域行政事務組合一般会計補正予算（第２号）の議決については、原案のとおり可決いた

しました。 

 続きまして、（議案第４号）令和３年度南那須地区広域行政事務組合負担金の額及び負担

の方法の変更については、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

○議長（沼田邦彦）  異議なしと認めます。よって、（議案第４号）令和３年度南那須地

区広域行政事務組合負担金の額及び負担の方法の変更については、原案のとおり可決いた

しました。 

                                         

 

   ◎日程第７（発議第１号）請願等特別委員会の設置について 

 

○議長（沼田邦彦）  日程第７（発議第１号）請願等特別委員会の設置についてを議題と
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いたします。 

 議事係長に朗読させます。 

 

○議事係長（石田直人）  朗読いたします。 

 発議第１号、請願等特別委員会の設置について。 

 南那須地区広域行政事務組合議会特別委員会条例第１条の規定により、次のとおり特別

委員会を設置するものとする。 

 令和４年２月２５日提出。南那須地区広域行政事務組合議会議長、沼田邦彦。 

 １、委員会の名称。請願等特別委員会。 

 ２、設置の目的。請願書等の審査のため。 

 ３、設置の期間。設置の日から審査終了まで。 

 ４、委員の定数。１２名。 

 以上です。 

 

○議長（沼田邦彦）  それでは、これより質疑に入ります。質疑はございませんか。 

 

〔「なし」の声あり〕 

 

○議長（沼田邦彦）  質疑なしと認めます。質疑がないようですので、議長において議事

を進行し、これで質疑を打ち切ることにご異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

○議長（沼田邦彦）  これで質疑を終わります。 

 討論に入ります。討論はございませんか。 

 

〔「なし」の声あり〕 

 

○議長（沼田邦彦）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 採決いたします。（発議第１号）請願等特別委員会の設置については、原案のとおり決定

することにご異議ございませんか。 
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〔「異議なし」の声あり〕 

 

○議長（沼田邦彦）  異議なしと認めます。よって、（発議第１号）請願等特別委員会の

設置については、原案のとおり可決いたしました。 

 暫時休憩いたします。 

 

【休憩】（午前１０時５３分） 

【再開】（午前１１時０５分） 

                                         

 

   ◎日程第８（報告第１号）特別委員会委員の報告について 

 

○議長（沼田邦彦）  再開いたします。日程に入る前にご連絡がございます。 

 傍聴者から、この議場の写真撮影の申出がございました。 

 南那須地区広域行政事務組合議会傍聴規則第７条の規定に基づき、議長においてこれを

許可いたしますので、ご承知おきをいただきたいと思います。 

 日程第８（報告第１号）特別委員会の報告についてを議題といたします。 

 議事係長に朗読させます。 

 

○議事係長（石田直人）  朗読いたします。 

 報告第１号、特別委員会委員の報告について。 

 南那須地区広域行政事務組合議会特別委員会条例第２条の規定により、請願等特別委員

会委員の選任をしたので、次のとおり報告する。 

 令和４年２月２５日提出。南那須地区広域行政事務組合議会議長、沼田邦彦。 

 請願等特別委員会委員１２人ということで、全員が委員となりますことをご報告いたし

ます。 

 以上です。 

 

○議長（沼田邦彦）  特別委員会委員の選任については、特別委員会条例第２条の規定に

基づき、議長が指名することになっております。 

 よって、ただいま朗読のとおり、請願等特別委員会委員を選任いたしたことを報告いたし

ます。 
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   ◎日程第９（報告第２号）特別委員会委員長及び副委員長の報告について 

 

○議長（沼田邦彦）  日程第９（報告第２号）特別委員会委員長及び副委員長の報告につ

いてを議題といたします。 

 請願等特別委員会の委員長及び副委員長の互選結果を、議事係長に朗読させます。 

 

○議事係長（石田直人）  朗読いたします。 

 報告第２号、特別委員会委員長及び副委員長の報告について。 

 請願等特別委員会において、南那須地区広域行政事務組合議会特別委員会条例第３条の

規定による委員長及び副委員長の互選をしたので、次のとおり報告する。 

 令和４年２月２５日提出。南那須地区広域行政事務組合議会議長、沼田邦彦。 

 請願等特別委員会委員長、小川洋一。副委員長、田島信二。 

 以上です。 

 

○議長（沼田邦彦）  特別委員会の委員長及び副委員長の報告については、特別委員会条

例第３条第２項の規定に基づき、委員会において互選することとなっております。 

 ただいま朗読のとおり決定されておりますので、ご報告いたします。 

                                         

 

   ◎日程第１０（付託第１号）請願書の付託について 

 

○議長（沼田邦彦）  日程第１０（付託第１号）請願書の付託についてを議題といたしま

す。 

 議事係長に朗読させます。 

 

○議事係長（石田直人）  朗読いたします。 

 付託第１号、請願書の付託について。 

 南那須地区広域行政事務組合議会会議規則第８４条の規定により、令和４年第１回南那

須地区広域行政事務組合議会２月定例会において、次のとおり請願書等を付託する。 

 令和４年２月２５日提出。南那須地区広域行政事務組合議会議長、沼田邦彦。 
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 審査期限、休会中に審査し本会議中に報告すること。 

 付託委員会、請願等特別委員会。 

 番号、請願書第１号。件名、衛生センターの建設予定地の見直しを含め、再検討していた

だくことを求める請願について。 

 備考、岩川流域・広域行政施設設置問題を考える会、代表世話人、滝口清榮。 

 番号、陳情書第１号。件名、一般廃棄物処理施設建設候補地の見直しを含め、再検討を求

める陳情について。 

 備考、さくら市穂積行政区代表 穂積行政区長 五江渕賢一。 

 以上です。 

 

○議長（沼田邦彦）  この請願書等については、先ほど設置した特別委員会に付託したい

と思いますが、ご異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

○議長（沼田邦彦）  異議なしと認めます。よって、付託第１号のとおり、請願等特別委

員会に付託いたします。 

 ここで暫時休憩いたします。 

 

【休憩】（午前１１時０８分） 

【再開】（午後 １時１５分） 

                                         

 

   ◎日程第１１ 請願書等審査結果の報告について 

 

○議長（沼田邦彦）  再開いたします。日程第１１、請願書等審査結果の報告についてを

議題といたします。今回は請願書と陳情書が提出されておりますので、それぞれの審査経過

と結果について、請願等特別委員会委員長の小川洋一議員に報告を求めます。 

 小川洋一委員長。 

 

〔 請願等特別委員会委員長 小川洋一 登壇 〕 
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○請願等特別委員会委員長（小川洋一）  報告いたします。 

 本会議において請願等特別委員会に付託された請願書第１号「衛生センターの建設予定

地の見直しを含め再検討していただくことを求める請願」について、及び陳情書第１号「一

般廃棄物処理施設建設候補地の見直しを含め再検討を求める陳情」についての審査の経過

と、その結果についてご報告いたします。 

 まず初めに、請願書第１号については、先ほど開催された請願等特別委員会において、委

員全員の出席の下、請願者からの説明を受けながら慎重に審査を行った結果、候補地近辺の

土砂災害警戒区域の問題や放流水の水質問題、ごみの減量化の推進に係る施設規模の検討

など、さらに検討する必要があると認められ、請願の趣旨は納得できるものであるとの意見

により、採択すべきものと決定いたしました。 

 次に、陳情書第１号についても、同じく請願等特別委員会において、委員全員出席の下、

慎重に審査を行った結果、現時点では判断材料が不足していることから、さらに慎重な審査

が必要であるとの結論に達し、継続審査とすることに決定いたしました。 

 以上で、審査結果の報告を終わります。 

 

○議長（沼田邦彦）  以上で、請願等特別委員会委員長の説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑にあたっては、請願書または陳情書をお示しください。 

 質疑はございませんか。 

 

〔「なし」の声あり〕 

 

○議長（沼田邦彦）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 討論に入ります。討論はございませんか。 

 

〔「なし」の声あり〕 

 

○議長（沼田邦彦）  討論なしと認めます。討論を終わります。 

 採決いたします。なお、採決は１件ごとに行います。 

 請願書等審査結果の報告のうち、請願書第１号、衛生センターの建設予定地の見直しを含

め再検討していただくことを求める請願書の提出について、報告のとおり採択することに

ご異議ございませんか。 
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〔「異議なし」の声あり〕 

 

○議長（沼田邦彦）  異議なしと認めます。よって、請願書第１号については、請願等特

別委員会委員長の報告のとおり採択することに決定いたしました。 

 続きまして、陳情書第１号、一般廃棄物処理施設建設候補地の見直しを含め再検討を求め

る陳情について、報告のとおり継続審査とすることにご異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

○議長（沼田邦彦）  異議なしと認めます。よって、陳情書第１号については、請願等特

別委員会委員長の報告のとおり継続審査とすることに決定いたしました。 

                                         

 

   ◎日程第１２（議案第５号）令和４年度南那須地区広域行政事務組合一般会計予算

の議決について 

   ◎日程第１３（議案第６号）令和４年度南那須地区広域行政事務組合負担金の額及

び負担の方法について 

   ◎日程第１４（議案第７号）令和４年度南那須地区広域行政事務組合病院事業会計

予算の議決について 

 

○議長（沼田邦彦）  日程第１２（議案第５号）令和４年度南那須地区広域行政事務組合

一般会計予算の議決について、及び日程第１３（議案第６号）令和４年度南那須地区広域行

政事務組合負担金の額及び負担の方法について、日程第１４（議案第７号）令和４年度南那

須地区広域行政事務組合病院事業会計予算の議決についての３議案は関連がありますので、

一括議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。組合長。 

 

〔 組合長 川俣純子 登壇 〕 

 

○組合長（川俣純子）  ただいま一括上程となりました議案第５号、令和４年度南那須地

区広域行政事務組合一般会計予算の議決について、及び議案第６号、令和４年度南那須地区

広域行政事務組合負担金の額及び負担の方法について、並びに議案第７号、令和４年度南那
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須地区広域行政事務組合病院事業会計予算の議決についての提案理由の説明を申し上げま

す。 

 まず、議案第５号につきまして、概要を申し上げます。 

 昨年度に引き続き、令和３年度も新型コロナウイルス感染症の影響を受けた年になり、来

年度以降もいまだ収束の兆しは見えず、先行きは不透明な状況であります。 

 そのような中、令和４年度予算は、厳しい財政状況を再確認し、効率的な予算編成に取り

組んだところであります。 

 令和４年度一般会計予算の総額は、前年度予算と比較いたしまして３,９００万円増の、

歳入歳出それぞれ２２億８,０００万円とするものであります。 

 まず、主な歳入について説明を申し上げます。 

 初めに、分担金及び負担金は、構成市町からの負担金でありまして、前年度比６０３万４,

０００円の減、２１億２,６７４万８,０００円とするものであります。 

 続いて使用料及び手数料が、前年度比１０万５,０００円増の５,２４３万７,０００円。

国庫支出金が前年度比１,４７０万７,０００円増の１,８２２万７,０００円。繰入金は前

年度同額の３,０００万円。組合債については、前年度からの皆増となる２,８９０万円とす

るものであります。 

 次に、主な歳出について説明を申し上げます。 

 初めに、衛生費は、病院事業への繰出金のほか、斎場費、し尿処理費、ごみ処理費、一般

廃棄物処理施設整備費などで、前年度比５,７１０万７,０００円増の１３億２,４００万６,

０００円とするものであります。 

 続いて消防費でありますが、高規格救急自動車の更新などで、前年度比１,３９９万８,０

００円増の８億３９３万円とするものであります。 

 以上が歳出の主なものでありますが、歳出全般にわたりまして、経常経費の削減に努めた

ところであります。 

 続いて、議案第６号につきまして、概要を申し上げます。 

 令和４年度の構成市町の負担金の額及び負担の方法について、組合規約第１３条第２項

の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

 引き続きまして、議案第７号、令和４年度病院事業会計予算につきまして、概要を申し上

げます。 

 自治体病院は、その地域に不足しています医療に積極的に取り組むとともに、地域の医療

機関や行政機関との連携を図りながら、公平・公正な医療を提供し、地域住民の健康の維持、

増進を図り、地域の発展に貢献することを使命としております。 
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 このため、那須南病院においても、救急医療の確保、高度医療の推進、へき地巡回診療、

及び新型コロナウイルス等の感染症対策に積極的に取り組み、地域住民が安心して医療を

受けられる環境整備、並びに効率的な病院運営に日夜努めているところであります。 

 そのような中、令和４年度の予算でございますが、予算第２条に定めます業務の予定量は、

年間患者数を入院で４万８,１８０人、外来で７万５,２４０人と見込み、その確保に全力を

傾けてまいります。 

 次に、予算第３条に定めます収益的収入及び支出の予定額は、病院事業収益、病院事業費

用それぞれ２９億９,２００万円とするものであり、前年度より１.６ポイント上がり４,８

００万円の増となっております。 

 また、予算第４条に定めます資本的収入及び支出の予定額は、資本的収入を２億３,４１

７万６,０００円、資本的支出を３億４,４７７万２,０００円とし、収支不足額の１億１,０

５９万６,０００円につきましては過年度分損益勘定留保資金で補填するものであります。 

 以上、議案第７号における概略を説明申し上げましたが、那須南病院は本地域唯一の二次

救急医療を担う病院群輪番制病院であり、今後も本地域に欠くことのできない病院であり

ます。 

 また、那須南病院は、平成２年の開院からおよそ３２年がたち、建物の施設設備の老朽化

が進んでおります。 

 将来に向け持続可能な医療を提供するためには、病院の大規模改修なども見据えた検討

を進めていく必要がありますことを十分にご理解いただき、引き続きご支援のほどよろし

くお願いいたします。 

 以上、議案第５号及び議案第６号、並びに議案第７号につきまして概要を説明したところ

でありますが、詳細につきましては、管理課長並びに病院総務課長より説明させますので、

何とぞ慎重にご審議の上、可決・ご決定くださいますようお願いを申し上げ、提案理由の説

明といたします。 

 

○議長（沼田邦彦）  管理課長。 

 

○事務局長兼会計管理者兼管理課長兼書記長（深澤昌美）  それでは、議案第５号並びに

議案第６号について説明申し上げます。 

 初めに議案第５号、令和４年度一般会計予算について説明いたします。予算書の５ページ

をお開き願います。歳入歳出予算事項別明細書をご覧ください。 

 令和４年度一般会計予算の総額は、歳入歳出それぞれ２２億８,０００万円となり、前年
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度比３,９００万円の増額とするものです。 

 ４ページにお戻り願います。 

 第２表、債務負担行為については、保健衛生センターの新施設整備計画に伴うもので、令

和４年度から令和５年度の２か年事業で実施予定の一般廃棄物処理施設整備基本計画策定

業務委託について債務負担行為するもので、期間は令和５年度、限度額は６５４万５,００

０円とするものです。 

 第３表、地方債については、那須烏山消防署に配備する高規格救急自動車更新に伴い、消

防設備整備事業を起債の目的とし、限度額を２,８９０万円とするものです。 

 ６ページをご覧ください。事項別明細書に沿って説明いたします。 

 歳入から説明します。 

 １款分担金及び負担金、１項１目総務費負担金は、事務局の運営経費で、前年度より２１

０万３,０００円減額の７,６９５万１,０００円とするものです。 

 ２目衛生費負担金は、６０９万３,０００円増額の１２億５,０７１万１,０００円とする

ものです。 

 増減の主なものを説明しますと、病院費負担金は、人件費や起債償還金が増加したことな

どにより、１,０５６万７,０００円増額の５億９,６４５万８,０００円。し尿処理費負担金

は、し尿処理施設に係る一般廃棄物処理施設基本計画策定により、１,３６３万２,０００円

増額の１億７,４６２万６,０００円。ごみ処理費負担金は、ごみ処理施設に係る一般廃棄物

処理施設基本計画策定、ばいじん運搬ダンプ更新の終了に伴い、１,７９２万４,０００円減

額の３億５,２１１万７,０００円となります。 

 一般廃棄物処理施設整備基金費負担金は、令和４年度で９年目となるもので、前年度同額

の９,０００万円となります。 

 ３目消防費負担金は、人件費の減、及び組合債借入れにより、１,００２万４,０００円減

額の７億９,９０８万６,０００円とするものです。 

 １款分担金及び負担金の合計は、６０３万４,０００円減額の２１億２,６７４万８,００

０円となり、歳入総額の９３.３％を占めております。 

 ２款使用料及び手数料、１項１目衛生使用料は、斎場使用料で、前年同額の７２０万円と

するものです。 

 ２項１目衛生手数料は、し尿処理手数料及びごみ処理手数料で、前年度同額の４,４４９

万円とするものです。 

 ２目消防手数料は、危険物施設設置許認可手数料で１０万５,０００円増額の７４万７,

０００円とするものです。 
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 ３款国庫支出金、１項１目衛生費国庫補助金は、一般廃棄物処理施設整備基本計画策定、

用地測量地質調査に伴う循環型社会形成推進交付金で、１,８２２万７,０００円とするも

のです。 

 ７ページをご覧ください。 

 ４款県支出金、１項１目衛生費県補助金は、病院群輪番制病院運営事業補助金で、補助単

価の引下げに伴い、８８万８,０００円減額の７１７万５,０００円とするものです。 

 ５款財産収入、１項１目財産貸付収入は、自動販売機及び施設の賃貸料で、前年度同額の

２７万６,０００円とするものです。 

 ２目利子及び配当金は、各種基金の預金利子で、９万６,０００円とするものです。 

 ２項１目物品売払い収入、及び６款寄附金は科目存置とするものです。 

 ７款繰入金、１項１目財政調整基金繰入金は、前年同額の３,０００万円とするものです。 

 ８ページをご覧ください。 

 ８款繰越金は、前年同額の５００万円とするものです。 

 ９款諸収入、１項１目過年度収入、及び２目弁償金は科目存置とするものです。 

 ３目雑入は、資源ごみ売払い単価の高騰などで、２６３万１,０００円増額の１,１１３万

７,０００円とするものです。 

 １０款組合債、１項１目消防債は、高規格救急自動車更新に伴い起債するもので、２,８

９０万円とするものです。 

 続いて、歳出についてご説明いたします。９ページをご覧ください。 

 １款議会費は、議員各位の報酬や事務経費などです。また、本来、隔年実施により令和３

年度に実施を予定しておりました議員視察研修ですが、新型コロナウイルスの影響により

未実施となったため、令和４年度に改めて計上し、前年同額の１４６万４,０００円とする

ものです。 

 ２款総務費、１項１目一般管理費は、正副組合長ほかの報酬、事務局職員１０名分の人件

費のほか事務経費などで、２４１万４,０００円増額の９,７９４万４,０００円とするもの

です。 

 １１ページをご覧ください。 

 ２目財政管理費は、公会計システムの保守・委託費やリース料、予算書・決算書の印刷費

などで、２９２万４,０００円とするものです。 

 １２ページをご覧ください。 

 ２項１目監査委員費は、監査委員２名分の報酬１０万円とするものです。 

 ３款衛生費、１項１目保健衛生総務費は、在宅当番医制事業委託料は前年度同額ですが、
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那須南病院に対する負担金補助金が増加したため、９６２万円増額の６億１,３２３万９,

０００円とするものです。 

 ２目斎場費は、斎場の管理運営に要する経費として、１２万７,０００円減額の３,５１４

万１,０００円とするものです。 

 １３ページをご覧ください。 

 ２項１目清掃総務費は、保健衛生センター４名分の人件費のほか事務経費などで、職員１

名減により３９０万３,０００円減額の３,１３０万円とするものです。 

 １４ページをご覧ください。 

 ２目し尿処理費は、薬品等消耗品費や運転維持管理業務委託料などの管理運営費であり

ますが、定期改修工事費が減となったため、７２４万７,０００円減額の１億２,１７１万７,

０００円とするものです。 

 １５ページをご覧ください。 

 ３目ごみ処理費は、職員８名分及び会計年度任用職員９名分の人件費のほか、需用費、委

託料、定期改修工事などの管理運営費でありますが、低濃度ＰＣＢ廃棄物収集運搬処分委託

に関連した高圧トランス改修により、１,１４４万７,０００円増額の３億６,２９８万６,

０００円とするものです。 

 １６ページをご覧ください。 

 ４目一般廃棄物処理施設整備費は、職員１名増となる２名分の人件費のほか、一般廃棄物

処理施設整備基本計画策定、用地測量地質調査業務委託、一般廃棄物処理施設整備基金積立

金などで、４,７８６万１,０００円増額の１億５,８４１万３,０００円とするものです。 

 なお、用地測量地質調査の業務委託料につきましては、先日開催しました議員全員協議会

で説明しましたとおり、地元の協力及び地権者の同意がなければ進まない事業ですので、慎

重、丁寧に進めていくこととし、同意がない場合については執行残として、予算の執行はし

ないこととなりますので、ご理解をお願いします。 

 続きまして、１７ページをご覧ください。 

 ５目敦賀市民間最終処分場対策費は、裁判打合せ、出廷旅費、訴訟事務委託費で１２０万

円とするものです。 

 １８ページをご覧ください。 

 ４款消防費、１項１目消防総務費は、職員９５名分の人件費のほか、消防車両などの維持

経費、各種手数料負担金などであります。人件費及び栃木北東地区消防通信指令事務協議会

負担金の減で、１,８６２万１,０００円減額の７億６,７４９万８,０００円とするもので

す。 
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 ２０ページをご覧ください。 

 ２目消防施設整備費は、那須烏山消防署配備予定の高規格救急自動車の更新などで、３,

２６１万９,０００円増額の３,６４３万２,０００円とするものです。 

 ２１ページをご覧ください。 

 ５款公債費、１項１目元金は、１件償還終了により、３,４７６万７,０００円減額の４,

４３５万３,０００円とするものです。 

 ２目利子は、２２万２,０００円減額の２７万８,０００円とするものです。 

 ３目は公債諸費として１,０００円を計上するものです。 

 ６款予備費は、前年同額の５００万円とするものです。 

 以上が一般会計の歳入歳出の概要となります。 

 ２２ページから２９ページについては給与費明細書、３０ページは債務負担行為に関す

る調書、３１ページは地方債の現在高に関する調書、３２ページは負担金明細書となります。 

 また、別冊の当初予算の概要は参考資料となりますので、ご覧いただければと思います。 

 以上で、議案第５号、令和４年度一般会計予算の説明を終わります。 

 続きまして議案第６号、令和４年度負担金の額及び負担の方法について説明いたします。

横長の表をご覧ください。 

 負担金の額につきましては、当初予算に対応するものであります。那須烏山市の負担金は、

地方交付税分を含め１４億１,８３２万６,０００円となり、前年度比９７６万７,０００円

の減額となりました。 

 那珂川町の負担金は７億８４２万２,０００円となり、前年度比３７３万３,０００円の

増額となりました。 

 負担金の合計は２１億２,６７４万８,０００円となり、前年度比６０３万４,０００円の

減額となりました。 

 以上で、議案第５号及び議案第６号の説明を終わります。よろしくお願いします。 

 

○議長（沼田邦彦）  病院総務課長。 

 

○病院総務課長（岡誠）  続きまして、議案第４号、病院事業会計予算についてご説明申

し上げます。予算書１ページをお開きください。 

 第１条は総則、第２条は業務の予定量を定めるもので、病床数は前年度と同じく１５０床

に、患者数は入院が年間４万８,１８０人、外来が年間７万５,２４０人、１日平均患者数は

入院が１３２人、外来が３１０人を予定しております。 
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 また、主要な建設改良事業は、有形固定資産購入事業として４,３５８万９,０００円、施

設整備事業として５,２９７万６,０００円と定めるものであります。 

 事業の内容につきましては、この後の第４条予算にて説明をいたします。 

 次に、第３条は収益的収入及び支出の予定額を定めるもので、病院事業収益、病院事業費

用、それぞれ２９億９,２００万円を計上いたしました。前年度比で４,８００万円、１.６％

の増となっております。 

 それでは、予算明細につきまして説明をいたしますので、２６ページをお開きください。 

 １款病院事業収益、１項医業収益、１目入院収益は１５億３,８１１万円で、１日当たり

の患者数は１３２人でありまして、内科等８４人、眼科４人、療養病床４４人による収益を

計上いたしました。前年度比５,７８１万６,０００円の増は、診療単価の増によるものであ

ります。なお、病床利用率は、一般病床及び療養病床共に８８％を見込んでおります。 

 ２目外来収益は８億６,２８９万４,０００円で、１日当たりの患者数は３１０人であり

まして、内科等２９８人、人工透析１８人による収益を計上いたしました。前年度比２,６

１３万円の増は、診療日数の１日増と、診療単価の増によるものです。 

 ３目その他医業収益は７,９３１万６,０００円で、室料差額収益、人間ドック、及び診断

書等作成料、並びに新型コロナウイルスＰＣＲ検査収益を計上いたしました。前年度比４,

０１３万３,０００円の減は、ＰＣＲ検査の単価の減、及び実施予定人数の減によるものと

なります。 

 市町等からの依頼によりますＰＣＲ検査収益は公衆衛生活動収益に、南那須管内診療所

からの依頼によりますＰＣＲ検査収益はその他医業収益に分けて計上しております。なお、

１人１回当たりの検査料金は、ＰＣＲ検査のみですと消費税込み１万４,９７０円から７,

１５０円減額し、７,８２０円になっております。 

 ４目他会計負担金は１億６,３７４万６,０００円で、国の繰出基準に基づく一般会計か

らの繰入金で、救急医療の確保に要する経費分になります。 

 次に、２項医業外収益、１目受取利息配当金は、預金利息となります。 

 ２目他会計負担金、３目他会計補助金は、一般会計からの繰入金でありまして、他会計負

担金の減は高額医療に要する経費の保守費用の減、及び企業債償還利息の減によるもので

す。 

 また、他会計補助金の増は、医師確保に要する経費の非常勤医師報酬の増等によるもので

す。 

 ４目補助金はへき地巡回診療事業補助金等、５目患者外給食収益は職員等への食券売払

収入、６目長期前受金戻入は償却資産の取得のために交付された補助金に係る減価償却費
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分を収益化したもので、現金の伴わない収入となります。７目その他医業外収益は自動販売

機、売店等の設置手数料収入のほか那須烏山市病児保育事業の受託料収入等によるもので

あります。 

 次に２８ページ、３項特別利益、１目過年度損益修正益は科目存置となります。 

 続きまして、支出につきましてご説明いたしますので２９ページをご覧ください。 

 １款病院事業費用、１項医業費用、１目給与費は、職員の給与となりまして、前年度比２,

２１３万２,０００円増の１７億７,８１６万３,０００円を計上いたしました。職員数は前

年度に比べ、看護師が１人減、医療技術職員は薬剤師が２人減、事務員は１人増とし、全体

では２人減の１７３人で計上しております。 

 ３０ページをお開きください。 

 ２目材料費は診療に必要な薬品、診療材料費等３億９,５３６万６,０００円で、前年度比

５０２万４,０００円の増は診療材料費、給食材料費等の増によるものです。 

 ３目経費は病院機能の維持に必要な消耗品、光熱水費、修繕費、委託料の費用で５億５,

６２６万８,０００円を計上いたしました。前年度比２,５４９万９,０００円の増は原油価

格の高騰による光熱水費及び燃料費の増、放射線関連機器保守費用の計上等によるもので

あります。 

 ３３ページをお開きください。 

 ４目減価償却費は前年度比１５８万８,０００円増の１億７,０１８万７,０００円を計

上いたしました。増の主な要因は令和３年度に空調設備改修工事を実施したことによるも

のです。 

 ５目資産減耗費は固定資産除却費の減により４３５万５,０００円減の２６４万２,００

０円を計上いたしました。 

 ６目研究研修費は９９４万２,０００円で医療研究費に看護師特定行為研修助成金とし

て１３０万円を計上しております。看護師特定行為研修は国家資格ではありませんが、研修

終了後の試験で合格した者は厚生労働省に登録されます。特定行為看護師は高い知識と技

術・判断力があると認められ、本来は医師の指示がないと行えない行為を自らの判断で行う

ことができ、医師の労働負担軽減並びに看護師のキャリアアップ、モチベーションアップに

つながるものであります。 

 次に、７目長期前払消費税償却として８１０万円。 

 ８目雑支出として１００万円を計上いたしました。 

 ２項医業外費用は企業債償還利息、雑損失等で６,６８３万２,０００円を計上いたしま

した。 
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 なお、５目看護師確保経費は看護師修学資金返金に係る経費ですが、免除者がいませんの

で、科目存置として１,０００円を計上しております。 

 ３項特別損失は過年度損益修正損として前年度と同額の３００万円を、４項予備費も前

年度と同額の５０万円を計上いたしました。 

 以上が収益的収入及び支出の予算明細の説明となります。 

 続きまして、資本的収入及び支出について説明をいたしますので、予算書の２ページにお

戻りください。 

 第４条は、予定額を定めるもので、資本的収入を２億３,４１７万６,０００円、資本的支

出を３億４,４７７万２,０００円とし、収支不足額、１億１,０５９万６,０００円は過年度

分損益勘定留保資金で補填をするものです。 

 明細につきまして、説明をいたしますので３６ページをお開きください。 

 まず、収入ですが、１款資本的収入、１項企業債９,０１０万円は医療機器整備事業及び

施設整備事業として自動火災報知設備更新工事の財源に充てるため、２項他会計負担金１

億４,４０７万５,０００円は一般会計からの繰入金、３項長期貸付金返還金１,０００円は

科目存置となっております。 

 ３７ページをご覧ください。支出になります。 

 １款資本的支出、１項建設改良費、１目有形固定資産購入費は４,３５８万９,０００円で、

前年度比４,９２６万１,０００円の減は医療機器購入費の減によるものであります。２目

施設整備事業費ですが、まず工事請負費に自動火災報知設備更新工事として４,０７０万円

を計上いたしました。消防設備については、推定耐用年数が２０年であり期限を超過してお

りますので、病院利用者の安全確保の観点から、感知器、発信機等の更新を至急実施いたし

たく工事費を計上し、伴い委託料に設計業務委託並びに監理業務委託として合わせて３４

７万６,０００円を計上しております。 

 また、併せまして委託料に屋上防水及び外壁改修工事設計業務委託８８０万円を計上さ

せていただいております。こちらは、近年、玄関ホールや病室等にて雨漏りが見受けられ、

その都度修繕にて対応していたところであります。屋上防水及び外壁改修については、平成

１９年度に実施し、１４年が経過しております。今回は、経年劣化による外装タイルの劣化、

損傷、剥がれも見受けられており、また、平成２０年４月の建築基準法の改正により、外壁

改修から１０年経過後、最初の調査時には全面打診による調査が義務づけられましたので、

併せて実施することで設計業務の予算を計上し、令和５年度に工事の実施を計画しており

ます。 

 次に、２項企業債償還金は２億４,２５６万７,０００円で、前年度比３,２３３万９,００
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０円の増となり、令和３年度借入額の増によるものであります。 

 ３項投資は５６４万円で６０万円の増となりました。看護師確保のための修学資金貸付

金は６名に対する貸付金であります。 

 また、新たに予算計上させていただきました薬剤師奨学金返還支援金貸付金についてで

ございますが、当院の薬剤師はもともと４名体制にて業務を行っていたところですが、令和

３年３月末に１名が退職をし、さらに令和３年９月末に１名が退職後、会計年度任用職員に

移行し、現在半日勤務のため２.５人体制にて業務を行っております。そのため、病棟での

服薬指導業務に支障を来さないよう随時薬剤師の募集を行っているところですが、応募が

ない状況が続いております。 

 平成１８年度に薬剤師を養成する大学薬学部が４年制から６年制となり、伴い学費負担

が増しているようですが家庭収入は伸びておらず、それにより奨学金を借りる学生が増え、

伴い、奨学金返済の負担軽減を図るため、初任給の高い民間に流れる傾向が高いようであり

ます。従いまして、薬剤師の人材確保及び定着を図るため、条件により返還免除規程を設け、

貸付金として計上させて頂きました。 

 以上が、資本的収入及び支出の明細説明となります。 

 続きまして、予算書の２ページにお戻りください。 

 第５条は、企業債の限度額を医療機器整備事業は３,７３０万円に、施設整備事業が５,２

８０万円に、第６条は、一時借入金の限度額を２億円に、第７条は、経費の流用ができる場

合を、第８条は、議会の議決を経なければ流用することができない経費を、第９条は、一般

会計からの補助金の額を１億８,０７７万１,０００円に、第１０条は、棚卸資産の購入限度

額を４億１,８２５万９,０００円に、それぞれ定めるものであります。第１１条は、重要な

資産の取得で、７００万円以上の有形固定資産を定めるものです。来年度は、輸血前の検査

を行う全自動輸血検査装置の更新を予定しており、事業費は７２３万７,０００円、予算措

置は、予算第４条資本的支出の第１項建設改良費に計上しております。 

 ４ページ以降は、予算に関する説明資料でありますので、説明は省略させていただきます。 

 以上で、令和４年度 病院事業会計予算の説明とさせていただきます。 

 

○議長（沼田邦彦）  提案理由の説明が終わりました。これより質疑に入ります。 

 なお、質疑にあたっては会計名及びページ数をお示しください。 

 質疑はございませんか。 

 １０番、益子議員。 
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○１０番（益子純恵）  １点だけお伺いいたします。 

 一般会計予算書の１７ページ、３款衛生費、１２節の委託料になります。前回の議会全員

協議会の際にも質問させていただいたんですけれども、改めてここで質問させていただき

たいと思います。委託料の中の用地測量地質調査業務委託料、先ほどの局長の説明にもござ

いましたけれども、地元のご協力が得られなければ進めないということで、同意が得られな

い場合には執行残とするということをおっしゃっておられました。改めて組合長に伺いた

いんですけれども、局長の説明のとおり、同意が得られなければ決して執行しないというよ

うなことでよろしいのかどうか、１点だけお伺いしたいと思います。 

 

○議長（沼田邦彦）  組合長。 

 

○組合長（川俣純子）  ありがとうございます。おっしゃるとおり、地元の同意を得ない

限りは用地測量とかはできませんので、申し訳ありませんが、それが執行できない確率のほ

うが高いかもしれませんが、うまくいけばそれでさせていただくように準備をさせていた

だくという形で予算を今回計上させていただいております。 

 

○議長（沼田邦彦）  １０番、益子議員。 

 

○１０番（益子純恵）  今のご説明でうまくいけば測量までいくかもしれない。ただ、同

意が得られなければ進めない。先ほどの請願等にもございましたけれども、現状では地元住

民の皆様のご理解を得ることがなかなか難しいのかなと思います。コロナの中で説明会等

が実施できていない状況ですので、まずはそこからだとは思いますけれども、ないとは思い

ますけれども、業務を進めていくというよりは、しっかりと地元に説明の責任を果たしてい

ただいて、その上でしっかりとご理解とご同意をいただく、そうでなければ進めないという

ことをお約束していただきましたという解釈でよろしいでしょうか。 

 

○議長（沼田邦彦）  組合長。 

 

○組合長（川俣純子）  おっしゃるとおりです。 

 

○１０番（益子純恵）  以上です。 
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○議長（沼田邦彦）  ほかにございませんか。 

 ９番、平塚議員。 

 

○９番（平塚英教）  まずは一般会計のほうなんですけれども、消防関係なんですが、１

６ページ、９５名の職員給与となっておりますけれども、消防の定員というのが適正なのか

どうなのか。それと、休職とか様々な条件によって休まざるを得ないという方もいるのかな

と思うんですけれども、そういうものをきちんと補うことができるのか、栃木北東地区消防

指令センターに派遣されていることもあると思うんですけれども、その辺の人材の登用と

か含めて、適正な評価とか、その辺どう考えているのか説明いただきたいなと思います。 

 ２０ページの、消防施設整備費で、備品購入の中で、高規格救急自動車等とありますが、

これは烏山の署なのか、那珂川署のものか、いつ頃配備されるのかもう一回説明をいただき

たいなと思います。 

 それと、病院関係でございますが、３４ページ、６目の研究研修費ということで、医療研

究費の中に看護師の研修というのが先ほど説明があったんですが、３０万円でどのぐらい

の期間、何名派遣するのか。その派遣した者については、これはほかの部署も同じですけれ

ども、いわゆる関係職員間でやっぱり研修の内容をよく確認をすると。研修された方が、い

わゆる職場内での研修成果を発表して、さらに役割、機能を果たすというようなことが可能

かどうか、その辺の中身について説明をいただきたいと思います。 

 ３７ページ、最後のところでございますが、投資ということで、看護師への修学資金貸付

ということで、６名分と聞いたのですが、これで間違いないのかどうか、これは新たに令和

４年度から６名を貸付けて、看護師の研修をするということでいいのかどうか。 

 それと、下の薬剤師については４名体制でいたんだけども、１名退職し、１名が会計年度

任用職員として半日勤務というような説明だったなと思うんですが、それを補うために薬

剤師の大学を出た方の奨学金返済のために提供するというような説明だったかなと思うん

ですが、６０万円というのは、これはお１人分なのか、何人分なのか、その辺についてもう

一回確認をしたいなと思いました。 

 以上です。 

 

○議長（沼田邦彦）  消防長。 

 

○消防長（車和則）  ただいまご質問いただきました消防職員の９５名の体制についてお
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答えします。 

 消防職員は、消防署に勤めている者が消防職員と言います。消防士は消防吏員と言います。

その上で、今現在は消防吏員が９４名で、事務吏員が１人で、消防署に勤めているのが９５

名となります。職員数の適正な配置といいますか、人数につきましては、国が定めている消

防力の整備指針の中から割り出しています。その人数でやりくりをしている数が、うちのほ

うの消防に当てはめますと９７名。ですが、職員の採用といったところで、なかなか人数が

集まらないというような状態になっています。そういったところからも、今現在の人数でや

らなければいけない、休みの問題や、あと、部分休業、産休ですとか、栃木県や消防学校、

そういったところに派遣等をしなければいけないという問題、そういったところをやりく

りをつけて、現在も運用しております。 

 今現在ですと、コロナの問題もあって、どうしても濃厚接触者になったときに勤務ができ

ないとなりますので、そういったときには、業務継続計画に基づいて規模を縮小して、対応、

勤務をしています。といったところでございます。 

 そのほかについては、総務課長から。 

 

○議長（沼田邦彦）  消防本部総務課長。 

 

○消防本部総務課長（加藤勇）  平塚議員の２点目の質問です。 

 配属箇所についてご説明します。今回更新の救急車は、平成２３年度旧烏山消防署に配属

されたもので、それを更新するものです。令和４年度に１１年が経過します。現在、距離数

は１６万キロ走っておりまして、救急活動に伴うアイドリングなども含めると相当エンジ

ンも傷んでいるような状況でございます。 

 併せて、医療資機材に関しましてもかなり経年していますので、使用に耐えないというこ

とで今回計上されています。よって、那須烏山消防署に配属させていただきます。 

 以上です。 

 

○９番（平塚英教）  おおむね、いつ頃配備になるんですか。 

 

○消防本部総務課長（加藤勇）  更新時期については１月から２月を予定しています。 

 

○議長（沼田邦彦）  病院総務課長。 
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○病院総務課長（岡誠）  議員から３点ほど質問あったと思いますが、認定看護師の研修

ですが、現在は対象者の検討中ということでご理解いただきたいと思います。当初のほうの

看護師修学資金貸付のほうなんですが、まず、看護師さんにつきましては６名分ということ

で、継続の方が１名、新規を５名募集するということです。続きまして、薬剤師奨学金返還

支援金貸付につきましては、今回１名分と考えてございます。 

 

○議長（沼田邦彦）  病院長。 

 

○病院長（宮澤保春）  医療研究費について補足説明させていただきます。 

 看護師特定行為の研修に関わりましては、医師の代わりに部分的な医療行為等を手順に

従って看護師ができるという、言わば資格の取得のようなものでございまして、そういう意

味ではほかの研修と違って、伝達講習というのはもろもろそぐわない資格取得というふう

に考えていただければと思います。 

 以上です。 

 

○９番（平塚英教）  了解。 

 

○議長（沼田邦彦）  よろしいですか。 

 

○９番（平塚英教）  はい。 

 

○議長（沼田邦彦）  質疑途中ではございますが、ここで休憩を入れます。 

 暫時休憩いたします。再開を午後２時２０分といたします。 

 

【休憩】（午後２時１０分） 

【再開】（午後２時２０分） 

 

○議長（沼田邦彦）  再開いたします。質疑を続けます。 

 １番、渋井議員。 

 

○１番（渋井由放）  一般会計の１４ページになります。 

 し尿処理費の委託料。し尿処理施設改修工事支援業務委託料というところで、前年度も
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こういうものがあったかなと思うんですけれども、これは前年にやっていれば、どのよう

な会社にどのような内容を支援してもらって幾ら払って、今年度は幾らを予定しているの

かというのが１つです。 

 次は、やはり同じ一般会計の次のページ、１６ページですけれども、まず、工事請負費で

高圧トランス改修工事というのがあります。 

 続いて、１２、委託料、低濃度ＰＣＢ廃棄物収集運搬及び処分業務委託料等というのがあ

りますけれども、高圧トランスにＰＣＢが入っていて、それを取替えるかどうか分かりませ

んが、そういうふうにして、そのＰＣＢを廃棄するというような流れかなという確認と、収

集運搬、これはどんなところへ持っていって、幾らぐらいかかるのかなというところをお尋

ねしたいと思います。 

 

○議長（沼田邦彦）  保健衛生センター所長。 

 

○保健衛生センター所長兼施設整備室長（熊田則昭）  ただいまの渋井議員のご質問にお

答えいたします。 

 まず、１点目につきましては、全国都市清掃会議という組織がありまして、そちらにこう

いった施設の設計であるとか、監督のほうを委託している委託料になります。 

 ２点目、当施設にありますものについては低濃度のＰＣＢになります。廃棄期限は令和９

年３月３１日ということで、こちらについて、昨年度までは施設更新の時に見るということ

で考えておりましたが、稼働時期が延長したことにより、来年度予算計上とさせていただき

まして、修理と新しいものを設置をするということで予算を計上させていただいておりま

す。 

 以上です。 

 

○議長（沼田邦彦）  １番、渋井議員。 

 

○１番（渋井由放）  全国都市清掃会議というところに幾らの予算でしたかと聞いたと思

うんですけれども、今年はどのぐらいの予算でしょうか。 

 

○議長（沼田邦彦）  保健衛生センター所長。 

 

○保健衛生センター所長兼施設整備室長（熊田則昭）  大変申し訳ありません。今年度の
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支出につきましては、確認の上、ご報告させていただきたいと思います。 

 

○議長（沼田邦彦）  １番、渋井議員。 

 

○１番（渋井由放）  それで結構ですが、全国都市清掃会議さんというのは、こちらに何

回も赴いて確認して、それで業務にあたっているということだと理解するわけですけれど

も、どのぐらいこちらに来て確認をしてやっているのか。それは後で結構ですので。 

 分かれば今答えてください。 

 

○議長（沼田邦彦）  保健衛生センター所長。 

 

○保健衛生センター所長兼施設整備室長（熊田則昭）  ただいまのご質問についてお答え

いたします。保健衛生センターにつきまして、ごみ処理施設とし尿処理施設、両方お願いし

ているわけなんですが、まず、工事始まる前、年度当初の打合せ、その後は、年度途中での

経過、最終的には検査ということで、それぞれ３回程度こちらのほうに赴きまして、指導を

受けている次第であります。 

 以上です。 

 

○議長（沼田邦彦）  管理課長。 

 

○事務局長兼会計管理者兼管理課長兼書記長（深澤昌美）  その支援業務の今年度予算で

ございますけども、８３万円プラス消費税です。 

 以上です。 

 

○議長（沼田邦彦）  ほかにございませんか。 

 ２番、中山議員。 

 

○２番（中山五男）  まず、通告しておきました質問事項から申し上げます。まず第５号、

令和４年度予算会計の中から５点申し上げます。 

 まず、１０ページの中の委託料ですが、総額の委託料が６３０万１,０００円ほど上がっ

ているんですが、新しい事業として、この中にストレスチェック業務委託、それにメンタル

ヘルス研修業務委託と併せて、この部分として２０１万円予算計上されているんじゃない
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かと思いますが、この内容、どんな業務委託をするのかについてお伺いをいたします。初め

ての業務ですから、お伺いをします。 

 次に、２０ページの消防費の備品購入ですが、これは先ほどの同僚議員の質問もありまし

た。１１年経過したからもう買い換えるんだということなんですが、これを買い換える、そ

うすると、今のやつは下取りに出すというような形になるんじゃないかと思いますが、これ

は下取りした車の会社というのは、まだこれは修理して使えるんじゃないかと思いますよ

ね。多分そのまま解体するようなことはないんじゃないかと思いますが、これは修理してそ

ういった方法ができないのか。 

 それと、この広域行政はよその広域と比較しましたら、財政が厳しい状況にあります。そ

ういう中でやはりこういった多額の備品購入の場合は、極力修理できるものは修理、１年で

も長く使うという方法を取るべきじゃないかと思いますが、この辺のところは検討されて

いるのかどうかお伺いいたします。 

 次に、２９ページに退職手当の欄がありますね。２９ページの中段の表です。定年退職及

び応募認定退職に係る退職手当。これは給料の何か月分を退職手当として支払っているか

というわけなんですが、これは３５年という者も４７.７０９か月ということになっていま

す。これは多分那須烏山市の職員もこれではないかと思うんですが、そこでお伺いしたいん

ですが、例えば、課長級で退職した場合、この４７.７か月を受給とした場合、おおよその

退職金というのは幾らぐらいになるのか、これについてお伺いをしたいと思います。 

 あと、この給与関係で、具体的にそこのページには載ってないんですが、款項目ごとに職

員給与がありますね。その中からお伺いしたいんですが、組合職員のラスパイレス指数、こ

れは計算してもらうんでしょうか。 

 あと、それから、これをお伺いしたいと思うんです。過日の下野新聞の報道によります

と、栃木県内２５の市町の中で、那須烏山市のラスパイレス指数は９７.９、那珂川町は

９６.２で、残念ながら最下位でした。そんな状況でしたから、そういう中にあって、組

合職員の給与水準がどの辺なのかをお伺いしたいと思うので質問をするわけです。 

 次に、これも具体的にここにはないんですが、ご承知のとおり、宇都宮のごみ焼却施設で

火災が発生して、復旧までに半年、ややもすると１年もかかるというような状況で、今、周

囲の焼却施設に、お願いしていることが新聞報道されました。今朝の新聞にも、県内各市の

状況が報道されて、これほどの件数があるのかと思ってびっくりしたわけなんですが、そこ

で当然、ここの衛生センターの防火対策の状況についてお伺いをしたいと思います。 

 これが一般会計への質問事項です。 

 次に、病院会計について５点お伺いします。 
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 まず、１点目の３ページに、全自動輸血検査装置、４,３５８万９,０００円の購入なんで

すが、これは現在ある装置を買い換えることになるんでしょうか。それと耐用年数というの

はどのぐらいなのか、これらについて１点お伺いします。 

 次に、１５ページを開いてもらえますか。ここに特殊勤務手当支給額とあります。ここに

労務員の月額は３万９,５７１円を支給するとあるわけです。この別の表を見ますところ、

労務員というのは１４人勤務しているようなんですが、ちょっとびっくりするほどの、労務

員というのはどのような仕事をされて、これほどの特殊勤務手当を支払っているのかお伺

いをします。 

 次に３３ページ、委託料のうち施設整備検討会議支援業務委託料で１１７万５,０００円

あります。これは前年度も同額を計上しておりますが、このことについてお伺いをします。 

 次、３７ページに、工事請負費、火災報知器４,０７０万円の計上がされております。こ

の内容についてお伺いします。 

 最後にもう１点ですが、この病院全体の大規模改修についてはどういうふうに考えてい

るんでしょうか。昨年は、空調設備をまず整備するということで２億円ほどの予算を計上し

ました。落札は１億５,７００万円ほどで実施しましたから、当然継続して、令和４年度、

５年度と、億単位の工事費が計上されるのかと思いましたら、強いて言えば先ほど言った火

災報知器の４,０００万円ほどなもんですから、これをどう考えているのかお伺いします。 

 以上、まず第１回目の質問です。 

 

○議長（沼田邦彦）  総務課長。 

 

○事務局次長兼総務課長（小口正一）  今、中山議員よりご質問のあった一般会計予算の

３つのほうにお答え申し上げます。 

 まず最初に委託料でございますけれども、議員おっしゃいますように、令和４年度よりス

トレスチェック業務委託料、金額とすれば１２７万８,２００円を予定してございます。加

えまして、メンタルヘルス研修会につきましては７３万９,２００円を予定してございます。

おのおのの内容につきましては、ストレスチェックは厚労省よりもう既に義務づけられて

いる項目でございます。これは職員、会計年度任用職員、全て含めてストレスチェックを行

うものでございます。集団分析と言われるものなんですが、そちらのほうの分析をお頼みす

る。また、その結果につきまして、組合長なり、産業医なり、所属長宛てに申し送りといい

ますか、中身を引き継ぐというようなこと、あと、ストレスチェックを行った方々の中で、

当然カウンセリングが必要だという方々に対しても、その方のカウンセリングの費用など
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を含めて１２７万８,２００円を計上させていただいたものです。 

 もう１点、メンタルヘルス研修会につきましては、昨今コロナウイルスでなかなか難しい

んですけれども、今、Ｚｏｏｍとかそういったものを使って、オンラインでの研修なんかも

やっているところでございますが、何人か集めて、要は職員全体宛てに、ハラスメントの研

修とか、アンガーマネジメントの指導者研修とか、そういった種類の研修会を開催させてい

ただくための費用でございます。それが７３万９,２００円ということになってございます。 

 それと、あともう一点、退職手当でございます。課長級の方はというご質問でございます

けれども、一応算出的には、まず退職時の給料月額に単純に支給率の４７.７０９か月を掛

けるというものに、退職時前の５年間、６０か月の間に給料表に在級していた月数に調整額

というものを掛けたものをプラスアルファしたものが退職金の算定になります。 

 ちなみに、例えば課長級ですと６級に属するものですから、先ほど言った調整月額につき

ましては、４万３,３５０円に、６級にいた、払い込んだ６０か月であれば、６０掛ける４

万３,０５０円に退職時の給料月額に４７.７０９月を掛けたものを合わせると、２,０００

万円ぐらいの退職額だと考えています。 

 

○２番（中山五男）  合わせてで？ 

 

○事務局次長兼総務課長（小口正一）  合わせてです。その人によって退職時の給料月額

が変わりますので、若干の増減はありますけれども、２,０００万円は超えるというふうに

ご理解いただければと思います。 

 続きまして、職員のラスパイレス指数でございます。毎年、総務省のほうから給与実態調

査というものの提出が求められています。実際、提出のデータの中で、ラスパイレス指数に

関しましては、職員一人一人の学歴、給料月額を報告した上で、ラスパイレス指数が出るわ

けなんですが、市、町ではない一部事務組合におきましては、ラスパイレス指数の算出に関

わる、個人個人の学歴とか給料額を報告する義務がないと。したがいましてうちのラスパイ

レス指数は出てないといったほうが正しいと思いますけれども。そういった考えなので新

聞報道でも市、町以外の一部組合はラスパイレス指数が出てないということになるかと思

いますので、ご理解いただければと思います。 

 以上でございます。 

 

○議長（沼田邦彦）  消防本部総務課長。 
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○消防本部総務課長（加藤勇）  中山議員の２番目の質問です。救急車についてご回答さ

せていただきます。 

 今回更新する救急車ですけれども、更新車両、旧、現状の車両は廃車せずに非常用車両に

スライドしたいと思っております。現非常用車両は１６年経過するので廃車の方向で考え

ております。ほかの自治体を見ますと、救急車の更新は７年から１０年が多いと伺っており

ます。命を運ぶ救急車でございますので、搬送中の故障は命取りとなりますので、何卒ご理

解をお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

 

○議長（沼田邦彦）  保健衛生センター所長。 

 

○保健衛生センター所長兼施設整備室長（熊田則昭）  中山議員からのご質問です。当セ

ンターの防火対策ということですが、当センター、ごみ投入扉付近に消火栓が２か所ござい

ます。万が一、火災が発生した場合には、消火栓からの放水で初期対応をすることになりま

す。そして、速やかに消防に連絡することになるかと思います。 

 それ以前の問題にはなるんですが、防災の意識を高めるというところから、搬入者の方に

発火するおそれのあるものの燃やすごみへの混入、例えば、最近ですとモバイルバッテリー

等の出し方を守っていただいて、分別のほうを徹底していただくことが大切かと思ってお

ります。市町の協力をいただき啓発をしていきたいと考えております。どうぞご理解くださ

い。 

 

○議長（沼田邦彦）  病院総務課長。 

 

○病院総務課長（岡誠）  私のほうから病院３点ほど回答させていただきます。 

 全自動輸血検査装置でございますが、こちらは現在あるものの更新でございます。現在あ

るものにつきましては、平成２６年８月に購入しておりまして、既に８年が経過しておりま

して、部品製造終了のため、故障時修理ができないという状況でございますので、更新のほ

うで対応したいと思いますので、ご理解のほどお願いしたいと思います。 

 次、特殊勤務手当支給中の「労務員」という表現になりますが、労務員というのは看護助

手のことを指しております。看護助手に係る手当のほうでございますが、場合によっては、

深夜における看護業務に係る手当がございまして、勤務時間によりますが、１回当たりの勤

務が３,６００円から７,２００円、もう一つが、看護助手業務に従事する方につきましては、
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月当たり４,０００円を支給するところでございます。 

 もう一点、火災報知器の工事の件でございますが、先ほど説明の場でも申し上げたと思い

ますが、消防設備につきましては設計耐用年数が２０年ほどでありまして、期限を既に超え

ているものですから、病院利用者の安全の観点から、感知器、発信機等の更新を至急実施い

たしたく工事費のほうに計上していますので、ご理解のほうお願いしたいと思います。 

 

○議長（沼田邦彦）  病院事務長。 

 

○病院事務長兼医事課長（鈴木高広）  今、ご質問のありました３３ページの委託料内の

施設整備検討会議支援業務委託料の１１７万５,０００円の件でございますが、こちらは令

和元年度に、将来必要となります病院整備について基礎調査を実施し、この報告書が令和元

年度に作成されており、その後、組合が開催する会議等への報告書を作成した業者の参加、

それから運営の補助、実施する際の支援業務委託料として、令和２年、３年度と、今回の令

和４年度と、３年度同額で計上しております。 

 それから、病院全体の大規模改修の計画についてでございますが、こちらは施設整備検討

委員会というものを令和４年度、集中的に開催をしまして、検討結果をお知らせしたいと考

えております。 

 ご理解をお願いいたします。 

 

○議長（沼田邦彦）  ２番、中山議員。 

 

○２番（中山五男）  一通りご答弁をいただきました。その中の委託料も、職員のストレ

スチェックとかメンタルヘルス研修、こういうことを職員にやらなければならないという

時代になってしまったのかもしれませんが、これは全く残念に思っています。 

 それと病院関係で、この大規模改修どうするのかな、という結論が出ていないんじゃない

かと思いましたね。現地に建て替えるのか、場所を変えて建て替えるのか、それとも今のも

のを全体的に大規模改修するのか、その結論がまだ出てないような気がするんですが、この

辺のところは早急に結論を出し、そして、計画的な改修に進むべきじゃないかと思っており

ます。 

 あと２点ほど質問を申し上げたいと思います。 

 これは組合長さん、副組合長さんに申し上げたいと思うんです。 

 まず、３款、衛生費の志鳥地内の衛生センター候補地の用地の地質業務委託料４,７０９
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万１,０００円の予算についてであります。この衛生センター候補地をこれから探すために

要する予算なら、これは当然私は必要だと思います。しかし、当組合が既に決定した候補地

について、地元関係者への説明もいまだ開けない中、候補地の地形や地質などの立入りの調

査に必要な予算を今回の予算の中に計上するというのは時期尚早ではないかと私は思って

います。 

 組合長は、地元関係者の同意なくして予算執行しないと言っても、候補地、調査地の予算

決定は地元住民に大きな不安を抱かせるのではないかと私は思っています。よって、今後、

組合側と住民とが協議する場を穏やかに進めるためにも、衛生センター候補地の調査に関

する予算、４,７００万円ほどは今回は削除すべきではないかなと思っています。このこと

はぜひ正副組合長さんに再考をお願いしたいと思っているわけです。 

 もう一点申し上げます。これは午前中開かれました例の請願書審査の中で、陳述者の発言

の中で、滝口さんが言われたことなんですが、衛生センター候補地選定にあたっては選定委

員の知識不足が指摘されております。執行部から我々に、この選定について何とか双方間で、

質問、答弁にもありましたが、この中で、選定委員は１１名で行ったと言いましたね。１１

名の中で学識経験者が３名、それに那珂川町さん、那須烏山市さん、それぞれ副市長ほか関

係職員でもって、合わせて１１名で構成したと言われています。７回ほど会議を開いて慎重

審議をしたと。その選定方法には間違いがなかったと、慎重にやったんですよと、このよう

に我々には報告がありました。ですから、私らも執行部の答弁といいますか、その話を真に

受けていたわけなんですが、しかし、この際申し上げますが、午前中の滝口さんの陳述者か

らの話を聞きますと、様々な面でこの調査が欠落しているように思われるんです。 

 そこで、この選定委員の中の学識経験者、をですね選定するのに間違いがなかったんでし

ょうか、この点についてお伺いしたいと思います。 

 

○議長（沼田邦彦）  組合長。 

 

○組合長（川俣純子）  すいません、私の中で間違いはなかったと思っております。今ま

でもいろんなところの選定をさせていただいている先生をお頼みいたしましたので、また

地元のことをよく知っている副市長をはじめ副町長も選ばせていただいていますので、地

元のこともよく分かっている方々を選んで選定させていただきました。確かに細かいこと

や違うことで分からないこともありました。実質、その地元に行って測量しているわけでは

ありませんので、その辺の抜けている部分はあったのかもしれませんが、今後、協議をさせ

ていただき、また場所が決まっていけば、地質調査で調べたりとか、いろんなことが起こっ
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てくると思いますので、その中で出てくるかもしれません。 

 ただ、今の段階では、地元住民との同意を得なければ調査はできませんので、その辺のと

ころを加味させていただき、協議をさせていただきたいと思っています。その期間を設ける

ということで、選定を決定するというわけではないので、今、私たちのほうで出てきた決定

を皆さんに報告し、それから共有していくという形にさせていただきたいと思っておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

 

○議長（沼田邦彦）  よろしいですか。 

 ほかに質疑ございませんか。 

 

〔「なし」の声あり〕 

 

○議長（沼田邦彦）  これで質疑を終わります。 

 ここで議案第５号及び第６号に対しましては、お手元に配付しましたとおり、渋井由放議

員及び平塚英教議員の連名により修正動議が提出されております。提出された２議案につ

いては関連がありますので一括議題といたします。 

 提出者の説明を求めます。 

 １番、渋井議員。 

 

〔 渋井由放議員 登壇 〕 

 

○１番（渋井由放）  １番、渋井由放でございます。 

 議案第５号 令和４年度南那須地区広域行政事務組合一般会計の予算に対する修正動議

と、議案第６号 令和４年度南那須地区広域行政事務組合負担金の額及び負担の方法に対

する修正動議を行いたいと思います。 

 まず、議案第５号の修正の提案理由を説明させていただきます。 

 令和４年度当初予算に、一般廃棄物処理施設を整備するための用地測量地質調査業務委

託料４,７０９万１,０００円が計上されております。地元説明会が開催されない中での予

算計上は時期尚早であり、到底認められません。し尿処理施設整備の基本計画策定予算は、

同じく令和４年度当初予算に計上されたばかりで、議員提案の下水道施設でのし尿処理を

含め検討すると組合長発言がありましたけれども、施設の将来像は明確になっておりませ

ん。この施設はし尿処理水を放流するため、河川の近くに立地しなければなりませんが、し
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尿処理以外の施設であれば雨水放流となるため水路等でも問題がないと思われ、設置場所

選定は幅広く考えるところであります。 

 令和４年度一般会計当初予算の概要の冒頭に、「予算編成にあたって」にも述べられてい

るように、国は、地球温暖化防止、いわゆる「グリーン」と一般的に呼ばれているようでご

ざいます。地球温暖化防止に向け重点的な投資を行おうとしている。当組合も国の施策に沿

ってそういうことを進めるべきであり、現在の計画は平成３０年３月に策定した一般廃棄

物処理施設基本構想に基づいて進められておりますけれども、国や世界が進めるＳＤＧｓ

に基づく、ごみの減量化・再利用化を進める整備計画にはなっておりません。 

 新たな基本構想を構築し、世界の流れに遅れないように進めるべきと考えております。ま

た、人口減少に拍車がかかる中、補助金や交付金があるとは言え、１００億円規模の資金を

投じ建設してしまえば、数十年にわたり毎年数億円の維持経費もかかって将来の大きな負

担となってしまいます。議論を尽くし、住民の皆様に理解と協力を得ながら、経費がかから

ない地球に優しい一般廃棄物処理施設の整備を進めるべきと考えておりますので、どうか

皆さんが私の考えにご賛同いただけるようにお願いをしたいと思います。 

 また、第６号議案の修正でございますが、第５号議案の令和４年度南那須地区広域行政事

務組合一般会計予算に対する修正動議を提出しましたことによりまして、令和４年度南那

須地区広域行政事務組合負担金の額及び負担の方法の修正を要するため提出しております。

どうか私の意見に賛成いただけるようお願いを申し上げて提案の理由とさせていただきま

す。 

 

○議長（沼田邦彦）  ただいま修正予算及び負担金の額及び負担の方法に関する動議の提

案説明がございました。 

 これより提出者に対する質疑を行います。質疑はございませんか。 

 

〔「なし」の声あり〕 

 

○議長（沼田邦彦）  質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わりにいたします。 

 これより議案第５号及び第６号に関わるただいまの修正案について討論に入ります。 

 まず、本修正案に反対者の発言を許します。 

 ５番、大金議員。 
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○５番（大金清）  ただいま令和４年度の一般会計の予算について、るる説明がございま

した。私はその説明をおおむね理解をいたしましたので、今回、この当初予算に対して私は

賛成するものでありますから、今回の動議に対しましては反対の討論といたします。 

 以上です。 

 

○議長（沼田邦彦）  次に、本修正案に賛成者の発言を許します。 

 ９番、平塚議員。 

 

○９番（平塚英教）  ご苦労さまです。この修正案に私も名前を連ねておりますので、賛

成討論をしていいかどうか迷ったんですが、大丈夫だよという確認を取りましたので、賛成

討論をさせていただきます。 

 今回の一般会計に一般廃棄物処分場施設を整備するための用地測量並びに地質調査業務

委託料４,７０９万１,０００円が入っておりますけども、これは先ほど採択をいただきま

した衛生センターの建設予定地の見直しを含め再検討を求める請願書に反するものであり

ます。広域行政が進めている一般廃棄物処分場施設は、平成３０年３月に策定されました当

広域行政の一般廃棄物処理施設整備基本構想に基づくものでございますが、この構想は国

が現在進めておりますＳＤＧｓ、カーボンニュートラルを反映した広域行政のごみの減量

化、リサイクル再利用化をどのように進めるのか、この再検討がされておらず、旧来の生ご

みもプラスチックもその他のごみも混ぜて焼却して埋めるという方式の延長であります。

また、し尿処理施設についてもどうするのか方針が定まっておらず、こういう中で志鳥地区

に同施設を建設するための用地測量地質調査をする業務委託料は一般会計から削減し修正

すべきものであると考えます。 

 請願者は、広域議会において採択されたごみの減量化、再生利用を図る計画の見直しを広

域行政が進めるべきであり、衛生センターの建設も、これを踏まえて候補地選定においては

公開による議論を尽くし、候補地選定を改めて進めるべきものであります。このことが明確

にならないで４,７０９万１,０００円をただ凍結するからいいでしょうと、これでは許さ

れるものではありません。南那須広域に住んでおられる住民の皆さんのごみ問題をどうす

るのか、これについて４,７０９万１,０００円にこだわることなく、これを見直して、この

広域行政も、市も、町も、分別収集の徹底とかごみの資源化、リサイクル、そして、それを

少しでも減らし、どういうふうに将来にわたってごみ問題を進めていくかと、こういう道筋

を住民に示すべき時期に来ていると考えますと、４,７０９万１,０００円は一般会計から

削除すべきであると、この修正案に私は賛成するものであります。 
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 以上です。 

 

○議長（沼田邦彦）  ほかに討論はございませんか。 

 

〔「なし」の声あり〕 

 

○議長（沼田邦彦）  これで討論を終わります。 

 これより採決いたします。なお、採決は１件ごとに行います。反対討論がありましたから、

起立により採決をいたします。 

 議案第５号 令和４年度南那須地区広域行政事務組合一般会計予算の議決について、本

案に対する渋井議員及び平塚議員の連名により提出されました修正案について採決いたし

ます。本修正案について賛成の方は起立願います。 

 

〔賛成者起立〕 

 

○議長（沼田邦彦）  起立少数と認めます。よって、議案第５号 令和４年度南那須地区

広域行政事務組合一般会計予算の議決について、本案に対する修正案は否決されました。 

 続きまして、議案第６号 令和４年度南那須地区広域行政事務組合負担金の額及び負担

の方法の議決についての修正案について採決いたします。本修正案について賛成の方は起

立願います。 

 

〔賛成者起立〕 

 

○議長（沼田邦彦）  起立少数と認めます。よって、議案第６号 令和４年度南那須地区

広域行政事務組合負担金の額及び負担の方法の議決についての修正案は否決されました。 

 それでは、原案に戻りまして、令和４年度一般会計予算及び令和４年度負担金の額及び負

担の方法、令和４年度病院事業会計予算の３議案について一括討論に入ります。 

 討論はございませんか。 

 

〔「なし」の声あり〕 

 

○議長（沼田邦彦）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
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 これより採決いたします。なお、採決は１件ごとに行います。 

 議案第５号 令和４年度南那須地区広域行政事務組合一般会計予算の議決については、

原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

○議長（沼田邦彦）  異議なしと認めます。 

 暫時休憩します。 

 

【休憩】（午後３時０４分） 

【再開】（午後３時０５分） 

 

○議長（沼田邦彦）  再開いたします。 

 戻りまして、議案第５号 令和４年度南那須地区広域行政事務組合一般会計予算の議決

については、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」「異議あり」の声あり〕 

 

○議長（沼田邦彦）  異議がありますので、起立によって採決いたします。 

 議案第５号 令和４年度南那須地区広域行政事務組合一般会計予算の議決については原

案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

 

〔賛成者起立〕 

 

○議長（沼田邦彦）  起立多数と認めます。よって、議案第５号 令和４年度南那須地区

広域行政事務組合一般会計予算の議決については原案のとおり可決いたしました。 

 続きまして、議案第６号 令和４年度南那須地区広域行政事務組合負担金の額及び負担

の方法については原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」「異議あり」の声あり〕 

 

○議長（沼田邦彦）  異議がありますので、起立によって採決いたします。 
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 議案第６号 令和４年度南那須地区広域行政事務組合負担金の額及び負担の方法につい

ては原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

 

〔賛成者起立〕 

 

○議長（沼田邦彦）  起立多数と認めます。よって、議案第６号 令和４年度南那須地区

広域行政事務組合負担金の額及び負担の方法については原案のとおり可決いたしました。 

 続きまして、議案第７号 令和４年度南那須地区広域行政事務組合病院事業会計予算の

議決については原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

○議長（沼田邦彦）  異議なしと認めます。よって、議案第７号 令和４年度南那須地区

広域行政事務組合病院事業会計予算の議決については原案のとおり可決いたしました。 

 暫時休憩いたします。再開を午後３時２０分といたします。 

 

【休憩】（午後３時０８分） 

【再開】（午後３時２０分） 

                                         

 

 

○議長（沼田邦彦）  再開いたします。 

 

   ◎日程第１５ 一般質問 

 

○議長（沼田邦彦）  日程第１５ 一般質問を行います。 

 一般質問時間は、質問、答弁合わせて６０分です。残り５分になりましたらベルを鳴らし

ます。また、６０分を超えた場合は制止いたしますのでご了承願います。 

 それでは通告に基づき、９番、平塚英教議員の発言を許します。９番、平塚英教議員。 

 

〔 平塚英教議員 登壇 〕 
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○９番（平塚英教）  それでは、一般質問に入ります。 

 先ほどから何度も問題にしております一般廃棄物処理施設建設事業費について、お尋ね

をいたします。 

 南那須地区広域行政事務組合の平成３０年３月に策定した一般廃棄物処理施設整備基本

構想の概要版によれば、保健衛生センターのごみ処理施設建設概算事業費４１億４００万

円、これは焼却炉でございます。リサイクルセンター建設概算事業費７億円、そして、し尿

処理施設建設概算事業費１８億１,７６４万円ということで、この衛生センター全体の総体

建設概算事業費は６６億２,１６４万円ということでありました。 

 ところが、昨年の１１月２６日に広域議会のほうに示されましたごみ処理施設整備基本

計画（案）概要版によりますと、エネルギー回収型廃棄物処理施設、これは焼却炉のことで

ございますが、こういうふうに書かないと国からの補助金がもらえないそうで、これが６６

億７,０００万円。マテリアルリサイクル推進施設２４億４,０００万円、これはリサイクル

センターのことですね。この総体建設概算事業費は、合計で９１億１,０００万円というよ

うなことでありました。 

 このごみ処理施設整備基本計画（案）には、し尿処理施設建設整備事業費が含まれている

のか、私は理解しておりませんが、恐らく、これは別のことになるのかなと。つまり、焼却

炉とリサイクルセンターのみで約９１億１,０００万円、建設費がかかるというものだとい

うふうに私は理解しております。 

 基本構想策定から５年間というのに、し尿処理施設まで含めた衛生センター全体の事業

費が６６億２,１６４万円というのが５年前の計画であったのに、焼却炉とリサイクルセン

ターだけで９１億１,０００万円と、このように事業費が高騰すると。あまりにも、この工

事費の高騰に驚くばかりであります。どうしてこのような事業費高騰になったのか、説明を

求めるものであります。 

 また、この事業費の中には、この敷地の用地取得のための費用とか、それをいわゆる造成

する工事費用とか、また、進入路関係の用地取得、造成事業、橋を架けて進入路を造るわけ

でございますが、さらにその路面の整備と、このような費用は含まれているのか、説明を求

めるものであります。 

 あわせて、現在稼働している保健衛生センターの解体工事、これがどのぐらいと見込んで

いるのか。さらには、この敷地の形質変更を行う場合の土壌汚染対策法に基づく安全対策等

についてはどのように検討されているのか、説明を求めるものであります。 

 ２つ目の質問は、那須南病院の大規模改修についてお尋ねをいたします。 

 那須南病院の大規模改修について基礎調査がなされまして、報告書（概要版）が令和元年
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に示されておりまして、かなりの時間が経過するものであります。同大規模改修基礎調査等

報告書によれば、那須南病院の大規模改修の整備手法において、１、現病院を増築及び改修

する、２、病院の現在の敷地内に建て替える、３、新たな敷地を求めて移転、建て替えをす

ると、この３案が示されております。これまでの議会等において、本年度、要するに令和３

年度中には決定したいというような回答であったかなと思うんですけども、これら、いずれ

の整備方法において大規模改修を行うことが決まったのか、ご回答をいただきたいと思い

ます。 

 以上で、第１回目の質問といたします。 

 

○議長（沼田邦彦）  組合長。 

 

○組合長（川俣純子）  では、平塚議員の１点目のご質問にお答えいたします。 

 事業費の高騰に関してですが、基本構想策定時の金額は、議員がおっしゃるとおり、合計

で６６億２,１６４万円でありました。基本構想策定時の積算根拠は、基本構想検討委員会

で審議をし、ごみ処理施設とリサイクルセンターにつきましては、プラントメーカーからの

直接的な見積り金額ではなく、国内における処理能力４９トン以下の焼却施設の建設契約

金額を処理能力トン数で除して得た単価１億１,４００万円を基に積算しております。 

 現在、策定の途中でありますごみ処理施設整備基本計画では、基本構想時よりも具体的な

条件を付しメーカーアンケートを実施した結果、提示のあった額の平均金額を採用してお

ります。なお、働き方改革の浸透による人件費の高騰や、新型コロナ後の落ち込みから世界

経済が急速に回復する中で需要の増加に供給が追いつかないことによる材料費の高騰など

も影響しております。 

 参考としてですが、ほかの広域処理施設の仕様や処理能力規模の違いはございますが、平

成１５年４月に竣工となりました那須地区広域の「広域クリーンセンター大田原」における

ごみ焼却施設及びリサイクル施設の総事業費は８７億１,７００万円余であり、平成２６年

４月に竣工となった芳賀広域の「芳賀地区エコステーション」におけるごみ焼却施設に流動

床式ガス化溶融炉を導入した熱回収施設、リサイクル施設などの総事業費は８１億７００

万円余であり、令和元年９月に竣工となった塩谷広域の「エコパークしおや」におけるエネ

ルギー回収型廃棄物処理施設及びマテリアルリサイクル推進施設などの総事業費は１２３

億１,０００万円余りとなっており、建設の時期、施設の仕様や処理能力、時代の背景など

の違いはありますが、ごみ処理施設等の総事業費は、年を経るごとに高価になってきており

ます。 



57 

 

 続いて、事業費には用地取得費、造成工事費、進入路整備費などは含まれているのかです

が、昨年１１月２６日開催の議員全員協議会に説明した事業費には、用地取得費、造成工事

費、進入路整備費などは含まれておりません。エネルギー回収型廃棄物処理施設、マテリア

ルリサイクル推進施設の建設費のみになります。 

 次に、保健衛生センターの解体事業費及び形質変更を行う場合の安全対策の検討であり

ますが、現時点において、事業費につきましては検討しておりませんが、解体作業につきま

しては、ダイオキシン類の測定、労働安全衛生法や同法に付随する政・省令に規定された事

項を踏まえ、廃棄物焼却施設解体作業マニュアルに沿って解体作業を進めていきたいと考

えております。形質変更につきましては、県と協議をしながら確認していきたいと考えてお

ります。 

 ２点目のご質問であります那須南病院の大規模改修についてお答えいたします。 

 昨年９月の議会におきまして、これまでの経緯等を踏まえながら、施設整備検討委員会を

早急に開催し、全体構想の検討を進めてまいりたいと答弁させていただきました。これらを

踏まえ、昨年１２月２１日に同委員会を開催し、今後の予定を含め協議した結果、令和４年

度において集中的に検討協議を行い、令和４年度中に検討結果をお示ししたいと考えてお

りますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

 

○議長（沼田邦彦）  ９番、平塚議員。 

 

○９番（平塚英教）  それでは再質問をさせていただきます。 

 ９１億１,０００万円、これは、し尿処理施設は入っていないということでよろしいです

よね。平成３０年３月の基本構想時のし尿処理施設は１８億１,７６４万円ということでご

ざいました。これを９１億１,０００万円に足しますと１０９億円となります。また、平成

３０年度の３月に策定した基本構想の焼却炉並びにリサイクルセンター、これの昨年１１

月２６日に示された金額では１６１.１％になっているんですよね。それで計算しますと、

し尿処理施設は２９億円ということでございまして、全体では１２０億円に建設するだけ

でなりますよと。なおかつ敷地は入っていない、そして造成費もそこには入っていないとい

うことでございます。さらに進入路については、橋を架けることも含めて４億２,０００万

円かかる。こういうようなことでございますので、１３０億円ぐらいかかるのかなと、今の

計画を進めようとすればね。 

 そこで、まず、し尿処理については、それぞれ市にも町にも下水道施設があるんですよね。

そこで処理をすれば、その２０数億円を広域で負担しなくて済むよということで、市のほう
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で、それを投入するための設備投資はかかりますけども、それに対する国からの支援もあり

ますよということなので、これはいわゆる専門業者に委託をして調査をするということで

ございますが、やはりやる気になればすぐにできるんじゃないのかなと私は思います。 

 さらに、焼却炉、リサイクルセンターについても、前の全協でも申し上げましたが、現在、

稼働しているごみ焼却炉では日量５５トンの処理能力があるごみ焼却炉が３９トンに、こ

の９１億円では減ってしまうんです。さらに、リサイクルセンターの２０トンの処理能力の

あるものが４トンに減ってしまう。人口が減ってごみの量が減って、そして、取り扱うごみ

の処理能力が減っているのに、建設費は倍かかる。これは市民の理解は絶対得られませんよ。

そういう点で、この辺の見直しについてはどのような見通しを持っていますか。このまま突

き進むんですか。お答えをお願いいたします。 

 

○議長（沼田邦彦）  施設整備室長。 

 

○保健衛生センター所長兼施設整備室長（熊田則昭）  ただいま平塚議員から２度目のご

質問があった件についてお答えいたします。 

 現在、ご存じのように、ごみ処理施設整備基本計画を策定中でございます。まだ決定はし

ていない状況ではありますが、おおむね内容については決まっております。その中で、議員

のほうからご意見を様々いただいておりますので、それをもって再度、その基本計画で出た

結果と皆様からのご意見の、さらに検討という場はこれから設けることはできるかと思い

ますので、ご意見いただいたことを議員の方にもご理解いただけるような形でご報告でき

るような検討をこれから進めていければと考えております。 

 

○議長（沼田邦彦）  ９番、平塚議員。 

 

○９番（平塚英教）  その際に、先ほども私、申し上げましたけども、そのごみの、ＳＤ

Ｇｓの時代にごみを、混ぜればごみ、分別して資源化にすれば資源になりますよね。そうい

うものを踏まえて、これは市とか町のごみ収集の問題にも関わってくるんですけども、そこ

でごみの分別収集を徹底して、そしてリサイクルに回すということになりますと、燃さなく

て済むんですよ。 

 那珂川町でも既に市街地のほうでは、生ごみを回収して肥料にするような検討がされて

いる、実際にやっていると、そういうようなことをお聞きしました。これをやっぱりそれぞ

れの構成市町が徹底してやれば、その生ごみを燃すために火力が強くなければ燃えないん
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ですよね。そのためにプラスチックとかそういうものを投下して燃さざるを得ないわけで

しょう。それを分別して生ごみを投入しなければ、プラスチックも入れなくて、後から渋井

さんのほうからも詳しい話があると思うんですが、プラスチック資源循環法ですね。（「今回

違うんです」の声あり）今回は違うんですか。そういうものが既にもう国のほうでもそれを

進めているわけですよね。 

 したがって、なるべくその混ぜて燃すという方法をやめて、分別して資源に回すというこ

とで、そしてなおかつ、し尿処理は下水道のほうに入れて処理をすると。こういう方式でや

れば大幅に、何というんですか、事業費のコストカットができるのではないのかなと思うん

ですけど、その辺、組合長はどう考えていますか。 

 

○議長（沼田邦彦）  組合長。 

 

○組合長（川俣純子）  十分に皆さんから提案をいただいておりますので、今後考えると

いうこと何十回となく私言っているような気がするので、皆さんもそろそろ理解していた

だけるのかなと思っております。 

 今までにやらないと言ったことは１度もないと思います。し尿処理のことも検討させて

いただきますと答えていますし、ごみの分別のこともそういうふうに答えさせていただい

ておりますので、ご協力と、それと皆さんのアイデアをいただいておりますので、今後とも

きちんとした、加味した形で、また、地域住民に今度は施設のことを説明しますので、用地

のことも皆さんとともに考えたいと随分答えさせていただいていると思いますので、頑張

っていきたいと思いますので、エールをいただいたと思って頑張りたいと思います。 

 

○議長（沼田邦彦）  ９番、平塚議員。 

 

○９番（平塚英教）  とにかく志鳥で嫌なものはどこの地区でも嫌だよね、そういうもの

でしょう。だから、これは市民全体でごみの減量化、再資源化、リサイクル化をどうするの

かということが突きつけられているわけですよ。それを平成３０年３月の基本構想に基づ

いて、幾らかかっても構わないと突き進んでしまったら、先ほどの論議でも１００億円もか

かるような代物を造って将来に負担を背負わせるということになるわけですから。そこの

ところは今、早急に改革が求められているんじゃないかなと思いますので、ぜひ、そこはそ

れぞれ今までの延長線で物事を考えないで、やっぱり新たな時代に我々はどういう改革を

進めていくかということで進めていきたいなと、進んでもらいたいなというふうに考えま
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す。 

 次の質問、那須南病院の関係でございますが、これについても、令和３年度中に答えを出

すということだったんですよ。これが先ほどの答弁では、令和４年度中にまた先延ばしにな

りました。これでは、やっぱり市民の皆さんの命に関わる大事な事業でございますので、こ

こは本当に決断を即決で進めてもらいたいなと思うんですが。令和４年度のいつの時期ま

でには答えが出るのでしょうか。もう一度答弁をお願いいたします。 

 

○議長（沼田邦彦）  病院事務長。 

 

○病院事務長兼医事課長（鈴木高広）  ご質問がありましたことについてお答えいたしま

す。 

 昨年の１２月２１日に施設整備検討委員会が開かれまして、令和４年度中にということ

に加えて、検討内容について少し話させていただきます。 

 具体的に申し上げますと、今回その２１日にお示ししたのは、３案の中から、大規模改修

決定とそれから事業計画の着手時期の決定、それを令和４年度中の前半部分のところで決

めていきたいと思っています。その結果を各議会の報告と合わせて基本構想に係る必要な

経費を令和５年度に計上するという話をされております。 

 あわせて、検討委員会と並行して各所の検討委員の方々に、ちょっと間の空いていた検討

委員会が開催されたということもありますので、あらかじめ事前にそういった委員の方へ

の財政的な話とか、そういったものも並行して進めて共有してから検討委員会を開いてと

いうふうにしていこうという話をされました。 

 以上です。 

 

○議長（沼田邦彦）  ９番、平塚議員。 

 

○９番（平塚英教）  令和４年度の前半にというんですが、何月頃までにというのは出ま

せんか。 

 

○議長（沼田邦彦）  病院事務長。 

 

○病院事務長兼医事課長（鈴木高広）  今こちらでは、まず６月と７月ぐらいに検討委員

会を２回もしくは３回開きたいと思っております。その検討結果の報告をできれば９月の
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議会にお示ししたいと思っております。 

 以上でございます。 

 

○議長（沼田邦彦）  ９番、平塚議員。 

 

○９番（平塚英教）  これは住民の皆さんも非常に期待をして、広域の大きな課題でござ

いますので、説明責任を果たしながら我々頑張っていかなくてはならないので、ぜひ、その

スケジュールが絶対遅れることのないようにお願いを申し上げまして、私の質問を終わり

ます。 

 以上です。 

 

○議長（沼田邦彦）  ９番、平塚英教議員の質問が終わりました。 

 次に１番、渋井由放議員の発言を許可します。 

 １番、渋井由放議員。 

 

〔 渋井由放議員 登壇 〕 

 

○１番（渋井由放）  １番、渋井由放でございます。 

 改めまして、皆さん、こんにちは。ただいま沼田議長より発言の許しをいただきました。

一般質問通告書に基づきまして、質問をさせていただきます。傍聴席には、議場に足を運ん

でいただきまして、ありがとうございます。 

 本日の質問は、３点になります。 

 那須南病院改革プランと令和４年度経営方針について。 

 平成２７年３月３１日に総務省から示された新公立病院改革ガイドラインに基づき、那

須南病院改革プランを策定しました。これの点検・評価は病院運営委員会で行い、毎年９月

頃、ホームページで公表するとなっております。 

 私は、前久保居議長がお亡くなりになったので、この病院院運営委員会に９月に出席をさ

せていただいて、委員長というのか議長というのかになりまして、こういうのをいろいろ確

認していたところ、どうもホームページに載ってないというか、私はそれを見つけることが

できなかったということでございます。今までの点検・評価を踏まえて、今後の経営方針は

どのようになるのか。まず、１点目、伺いたいと思います。 

 続きまして、衛生センター建設予定地の評価についてでございます。 
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 衛生センター建設予定地と今示されているところでございますが、議員提案の土地を比

べて評価をしたところでございます。４,０００万円ほど議員提案のほうが安いというよう

なことを示されたわけでございますけれども、同僚議員によりますと、説明時には口頭での

説明で、工事計算書等の資料はなかったということでございます。そのときに同僚議員は、

切土と盛土、現場で行うことによる経費の削減の提案を行ったと、このように聞いておりま

す。４万立米の盛土というところから、２万切って２万盛るというようなことでございます。

それについて、まだ何の評価も説明も得られていないというようなことでございますので、

その評価についてはどうだったのか、お伺いをいたします。 

 続きまして、衛生センターの跡地利用についてということでございます。 

 私は新衛生センターがどこに完成すればという仮定ですけども、現在の用地は当然のご

とく不要になって、前の平塚議員の一般質問にもありましたように、解体するとか、そうい

うことになるのかなということになります。その跡地は、どのように使ったらいいのであろ

うかと素朴な疑問が生じまして、多分、今は造ることが最優先ですから、その跡地の利用ま

では考えることはないと思うんですけれども、将来にわたってはこういう問題も出てくる

のではないかと思いまして、質問をさせていただきます。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

 

○議長（沼田邦彦）  組合長。 

 

○組合長（川俣純子）  渋井議員からのご質問にお答えいたします。 

 まず１点目の、病院改革プランと令和４年度経営方針についてですが、当院が平成２９年

３月に策定しました新公立病院経営改革プランにつきましては、計画期間を平成２９年度

から令和２年度までの４か年とし、成果指標として、収支改善、経費削減、収入確保等を掲

げましたが、いずれの指標も目標値を下回る結果となっております。 

 また今後の経営方針でございますが、当院は公立病院であるがゆえ、地域にとって必要な

診療科目、救急医療、へき地医療といった政策的医療の確保が求められており、地域住民の

医療の確保、福祉の向上、生活の安定を図るという公共性の観点から、採算性を優先すると

いうことが困難な場合もあります。 

 しかしながら、地域医療を継続的に提供していくためには、経営の効率化、健全化は避け

ては通れない課題でありますので、今後も引き続き、栃木県、自治医科大学、獨協医科大学

への医師派遣要請など、医師確保対策を積極的に取り組んでまいるとともに、今回の点検・

評価の結果を踏まえまして、経営上の課題を整理・分析の上、収入確保対策及び経費削減、
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経費抑制に努めてまいる所存でございます。また、併せまして、常に最新の情報を住民の皆

様にお伝えできるよう、ホームページでの公表を行っていきますので、ご理解を申し上げた

いと思います。 

 続きまして、２点目のご質問であります衛生センター建設予定地の評価についてお答え

いたします。 

 令和３年３月２５日開催の議員懇談会におきまして、議員提案の土地を造成する際に残

土を購入する必要があるとの説明に対し、造成レベルを下げることにより、土砂不足が解消

できるのではとの提案内容に沿った事業費積算結果と評価したかどうかの質問であるとご

理解いたします。実際のところ、議員提案に即した事業費積算は行っておりませんが、業者

に確認したところ、報告書中の残土を購入して切土・盛土をした際の造成費が最少額であり、

仮に造成レベルを下げ工事を行った場合、造成面積の増や切土工・盛土工の造成費が増嵩す

ると思われますので、ご理解を賜りたいと思っております。 

 続きまして、３点目のご質問であります衛生センターの跡地利用についてでありますが、

現在の衛生センターの場所は河川区域外であり建物の建築制限はございませんが、令和元

年台風第１９号のときに浸水してしまったことや、国土交通省公表の浸水想定区域図で５

メートルから１０メートル程度の浸水が想定されるとのことから、更地にしておくことが

良策であるとの考察をしております。ご理解を賜りたいと存じております。 

 

○議長（沼田邦彦）  １番、渋井議員。 

 

○１番（渋井由放）  丁寧な説明をいただきました。 

 一つ私もしたいのが、那須南病院にエールを贈るという意味でこの質問を行っていると

いうふうに理解をしていただきたいんです。地域にとっても必要だと、当然、診療科目、救

急医療、へき地医療、だから、当然お金がかかるので一般財源から繰入れを要しますよと。

これは、平成２９年度から令和２年度までの新病院改革プラン、こういうのを掲げ、それを

やるときには一般会計繰入金に関する要綱というのをつくっているんですね。こういうこ

とだから一般会計入れていいですよ。そういうふうにきちんと書いてあるんです。じゃあ例

規集を見てみるかと例規集を見てみると、こういうのは載っていないです。例規集には載っ

てないんですよ。 

 私が思うのは、住民の皆さんに、こういうふうにやっていて皆さんのためになっているん

だからお金はやむを得ないんだよねという、アピールとは言いませんけれども、きちんとお

示しをいただかないと、結局、病院の改革プランをつくって、その様々な中身もホームペー
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ジで毎年９月に公開するというわけですよ。公開するといったって、私が探せないんだから

当然ないということだと思いますよ。 

 何というんですかね、そういう市民に対するＰＲが足りない。そういうのをたくさん、こ

れだけじゃなくて、これは最低限の話ですよ、やると言ったのがやっていない、例規集にも

載っていない、これは怠慢としか言いようがないんですが。そのほかに、もっと自分のとこ

ろをアピールする方法、何ですか、もちろん「病院だより」みたいなものも出ていますし、

そういうところをどういうふうに考えているのか、誰でもいいですけども、お尋ねをしたい

と思います。 

 

○議長（沼田邦彦）  病院総務課長。 

 

○病院総務課長（岡誠）  ただ今の件でございますが、議員ご指摘のとおり、この改革プ

ランの経過のほうはホームページには現在載っていない状況でございます。今、議員からご

提案がありましたとおり、住民へのＰＲということも必要ですので、今後、載せる方向で、

近々載せたいと考えておりますので、ご理解のほうをお願いしたいと思います。 

 

○議長（沼田邦彦）  １番、渋井議員。 

 

○１番（渋井由放）  例規集を見ますと、令和３年１２月２１日に改訂したんですね。で

すから、もしかすると病院だけじゃなくて、ほかも抜けているかもしれないということで、

ほかも改めてチェックをしていただきたい、こういうふうに思うんです。 

 あともう一つ、つまらない話になりますけども、経営比較分析表というものが病院にはあ

るんですよ、ホームページに載っています。このホームページには平成２９年度の決算が載

っておりまして、平成２９年度ってしばらく前の話で、どこかにないのかなと調べると、県

には企業会計のページありますので、県のページを見ますと、令和元年度の経営比較分析表

が載っています。ということは、うちのほうは一番最初につくったときに載せて、それ以来、

県には送るけど自分のところでは公表をしていないということは事実なのではないのかな

と思いますけど、この件についてはいかがですか。 

 

○議長（沼田邦彦）  病院総務課長。 

 

○病院総務課長（岡誠）  ホームページを確認の上、検討させていただきたいと思います。 
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○議長（沼田邦彦）  １番、渋井議員。 

 

○１番（渋井由放）  確認するまでもないと思いますが。私が確認すると、そういうこと

ですね。 

 それで、今言ったこのことを私が勝手に分析するに、どうも病院の事務方は県や国とか、

上を向いて歩こうって歌がありますけども、坂本九じゃないですけど、どうも上を向いてい

るのではないのかな、こういうふうに私は分析するわけですね。やはり、この病院を支えよ

うという住民目線に立ってきちんとやっていることをしっかりＰＲをして、これがホーム

ページから出した先ほども言った新病院改革プラン、あるんです、これ。なかなか狙いどお

りにはいかないんですが、これは令和２年度で改革プランが終わったという中にあっても、

自分で病院改革プランをこれに引き継いで、国から言われたからこれで終わりだよという

のではなくて、やはり自分たちの中で、じゃああと３年立てようかとかあと５年立てようか

ということで改革プランを示して、それに向かって運営をするということではどうなのか

な。私はこのように思うんですけれども、いかがですか。 

 

○議長（沼田邦彦）  病院総務課長。 

 

○病院総務課長（岡誠）  病院改革プランにつきましては、現在、次期計画策定につきま

して、今後、国のほうからガイドラインが示される予定でございます。そうしますと、新た

に公立病院経営改革プランのほか公立病院経営強化プランのほうも令和５年度までに作成

するように国のほうから要請がある予定でございます。 

 

○議長（沼田邦彦）  １番、渋井議員。 

 

○１番（渋井由放）  それは国から言われることで、国に言われたから、国も補助金出し

たりするのでこういうのをつくりなさいねということは分かるんですよ。じゃなくて、やっ

ぱり独自に改革プランをつくって、国ではなくて自分たちが運営するための改革プランを

つくって、住民の皆様にお示しし、これだけ努力して一般会計繰入金に対する要綱というの

もしっかり示して進めていく。そういうことがあって初めて住民の皆さんの理解が得られ

るのではないのかな、私はこういうふうに思うんですけれども、組合長、いかがですか。 
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○議長（沼田邦彦）  組合長。 

 

○組合長（川俣純子）  皆さんにもうちょっとアピールができるよう、また、ホームペー

ジを活用できるよう進めていきたいと思います。 

 良いご指摘をしていただき、ありがとうございます。確かにホームページのほうはちょっ

と抜けていたのかなということが分かりましたので、ご指摘ありがとうございます。 

 

○議長（沼田邦彦）  １番、渋井議員。 

 

○１番（渋井由放）  那珂川町のホームページ、那須烏山市のホームページと、この広域

のホームページを比べますと、例えば届出書とか申請書がダウンロードできるようになっ

ているんですが、南那須広域はどうもそれらしきものが見当たらない。私が思うのは、特に

病院などは、様式をもらいに行くんだって病院に行かなきゃない、今はね。ダウンロードし

て書いて持っていけばいいのかなと。そうすれば、病院も今、コロナであまり来ないでくれ

というようなことを言っているので。 

 消防なんかもたくさんそういう様式があると思うんです。消防は大丈夫なんですよ。なぜ

かと言ったら、高根沢の消防に行ったって受け付けてくれない、独占企業なので。ただ、病

院にはやっぱりライバルがたくさんありますから、そういう意味で、お客さんのサービスと

いうか患者さんのサービスというか、そういうものもしっかり考えて進めていただければ

どうかな、こういうふうに思うんですがいかがでしょうか。 

 

○議長（沼田邦彦）  病院長。 

 

○病院長（宮澤保春）  ご意見ありがとうございます。 

 那須南病院といたしまして、来年度にホームページをリニューアルする予定で予算を計

上させていただいておりますので、大幅にホームページを変えたいと思っております。その

中で、渋井議員がおっしゃるような利便性の足りないものについては採用していきたいと

思っております。ご意見どうもありがとうございました。 

 

○議長（沼田邦彦）  １番、渋井議員。 

 

○１番（渋井由放）  私はＪＲ烏山線と那須南病院がなくなると烏山は完全になくなって
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しまうと思っておりますので、とにかく、ほかのに幾らでも入れるという表現をしたら怒ら

れてしまうんですけれども、これだけやっているんだからどんどん入れましょう、どんどん

いいものをやりましょうという応援をするつもりでおります。 

 それで、もう一つ、こういう話がございます。漏れバケツ理論というのがございまして、

バケツから水が漏れていくとなくなってしまうわけですけれども、地域のお金を地域で滞

留させて、できるだけ長い間、お金が地域に回っていくというか、そういうことを延ばすこ

とができるかという話なんですね。 

 そうすると、一般会計から繰り入れているとなれば、入札関係でも、やっぱり、できる限

り地元の企業も選定できないのかなと。立派な宇都宮の業者さんが来てやってもらうのも

いいんですけれども、例えば共同企業体という方法もあるだろうし、そういう方面まで含め

て考えていただかないと、一般会計からの繰入れということに対して理解を得るためにも

それが必要ではないかと思うんですよね。この辺はいかがですか。 

 

○議長（沼田邦彦）  病院総務課長。 

 

○病院総務課長（岡誠）  今、議員がおっしゃられたように、地域にお金を落とすという

話でございますが、現在いろいろと病院のほうとしても検討しておりまして、地元でできる

仕事については地元でやっていただく形で考えております。例えば病院独自の医療機器を

購入するというのは地元ではできないところはあるものですから、それについては透明性

を持つために条件付一般競争入札等を考えているところでございますが、来年度、令和５年

度に、先ほど当初予算の業務委託で取らせていただきました外壁と屋根の防水工事などに

つきましては、可能な限り、例えばＪＶなどで地元企業にお願いする形で、仕事をまとめて

もっていきたいと考えておりますので、ご理解をお願いしたいと思います。 

 

○議長（沼田邦彦）  １番、渋井議員。 

 

○１番（渋井由放）  ご検討をよろしくお願いしたいと思います。地域にお金を落とすと

いうことは、とても重要なことではないのかなと思います。 

 これは余談になりますけれども、国立社会保障・人口問題研究所というところがございま

して、将来の人口の推計をやっております。令和４２年、令和４２年って、新しい年号にな

っているとは思うんですが、大ざっぱにあと４０年後、那珂川町が５,５０６人、那須烏山

市が９,６８０人、合わせると１万５,１８６人ということになるのかなと思います。 
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 これは令和２年度のものですけれども、那珂川町の人口が１万５,４７７人ということで

ございます。そうしますと、あと４０年のうちに那須烏山市の人口が蒸発するということに

なります。これはあくまでも推計ですが、それでもここ５年間を見ると、那須烏山市はぴっ

たり、那珂川町は令和２年度人口よりも幾らか上だったんですね。だから、減る角度が早い

といいますか、そういうことで、これからこの病院をしっかり維持していくためには、住民

の理解がしっかり得られるように、利便性を高めていただくような経営方針をお願いした

いと思うんですね。これは当たり前のことだと思うんですが、果たして１万５,０００人で、

４０年後、支えていけるか。ただ、そんな先のことは、私は死んでしまっていますけど、今

生まれた子供が４０歳というところまで、持続可能で、様々なことを考えていかなければい

けないのではないのかと思うんです。死んでしまっていると思いますが、組合長、いかがで

すか。 

 

○議長（沼田邦彦）  組合長。 

 

○組合長（川俣純子）  確かに１００歳は超えますから、私も生きていない可能性のほう

が高いのかなと思いますけど、永劫的に続くというのがどのような形になるか分かりませ

んが、人口は多少減ってきているのは確実に分かっております。そのためにも、維持してい

けるのか、また、病院をつくるにあたって、住民が安心して住めるような地域に戻していけ

るのか、それは大きなものだと思います。ここで皆さんと考えて、もう少し減っていく時期

を遅らせるようなことができるのか、もしくは、増やすことはなかなか難しいかもしれませ

んが、少しでも時間をかけて、この市というか広域で皆さんが楽しく安全に過ごせるような

設備を整え、そして過ごせるように仕向けていきたいと思いますので、今日は渋井議員に住

民の目線に立ってお言葉をいただきましたので、改善していきたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

 

○議長（沼田邦彦）  １番、渋井議員。 

 

○１番（渋井由放）  病院の質問ですが、ついでに。ライバルはいないんですが、消防と

か、ほかも、この提案を受けてやってくれるように、ついでに組合長、言っていただいて大

丈夫ですか。 

 

○議長（沼田邦彦）  組合長。 
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○組合長（川俣純子）  ダウンロードで使えるものは使えておりますが、先ほど言った診

断書というのは先生方が書くようなものだから、ダウンロードではちょっと難しいかなと。 

申請書はちょっと、すみません、これは病院長に答えてもらいますね。 

 

○議長（沼田邦彦）  病院長。 

 

○病院長（宮澤保春）  診断書はもちろん駄目でございますけれど、申請書に関しまして

は、実は病院に持ってきていただける申請書はほとんど市町で発行しているものが多いわ

けでして、その中で、病院で独自に発行といいますか、ダウンロードできるような書類があ

れば、ホームページのほうで検討していきたいと思います。 

 

○議長（沼田邦彦）  １番、渋井議員。 

 

○１番（渋井由放）  住民に愛されている病院でございます。今後も持続可能に頑張って

いただきたいと思いますので、少しでも住民の利便性を高めて、あと、住民に中身を公表し

て、透明性を高めてやってもらうように、このコロナ禍で大変だと思いますが、頑張ってい

ただきたいとエールを送る意味での一般質問でございますので、次は２番の衛生センター

の建設予定地の評価についてに行きたいと思います。 

 大変、失礼しました。同僚議員は、材料を持ってきて埋める、そして、盛土をするという

ことになると莫大な費用がかかるんだよと。一応これでも南那須町に奉職して、土木関係は

長くやっているわけですよ。土木関連に勤めて４０年、５０年やっているわけですけれども、

その人は１億円ほど安くなるのではないかという話をしていたんですが、切り盛り土工で

もっと高くなってしまうということが、私も幾らか建設屋をやっていたので、とても理解で

きないんですよね。その辺はきちんと今説明しろといっても無理だと思うので、後で説明し

ていただけますか、いかがでしょう。 

 

○議長（沼田邦彦）  施設整備室長。 

 

○保健衛生センター所長兼施設整備室長（熊田則昭）  必要ということであれば、費用が

かかることにはなるかと思うんですが、積算等はできるかと思います。 

 



70 

 

○議長（沼田邦彦）  １番、渋井議員。 

 

○１番（渋井由放）  コンサルとかそういうところに頼んで積算してくれとまでは言わな

いんですよ。この前も１５０万円ぐらいかけて評価したわけですけど、その評価のときに、

こういうことはどうなるかといったことが、今の答弁では、切り盛り土工をやって、大土工

になるのでとても高くなるという話だと聞いたわけですけど、隣にいますから、そんなこと

あるかよと言われましたけど、だから、そのときに高くなると評価されたわけでしょう。そ

のときの評価の話を今どうのこうのと言っても始まらないので、後で説明いただければと

思うんですね。 

 議員提案をして何を言わんとしているかというと、その場所でこうだああだと議論して、

お金をかけて評価をした。途中で、この評価ではなくて、こういう評価の方法があるだろう

と提案すれば、やっぱりしっかり受け止めて説明していただくようにすれば、それは私と若

干名の考えですが、当然のことではないか。 

 それで、なぜかというと、例えば那須烏山市の議会におきまして、契約して比較すると、

片方は４,０００万円なんですよ、片方は４,０００万円安いんですよとかと言うんですが、

私と同僚議員で計算しますと、切り盛り土工でどのぐらい違うかというと、１億４,０００

万円ぐらい違うのではないかというんですよ。４００万円でないですよ、１億４,０００万

円。これは我々の考えですけれども、それは後でお話しします。 

 提案したことに対してしっかりと答弁をもらわないと、だんだん不信が積もるというか、

そうなってしまうのではないのかなと思うんですね。１５０万円かけてせっかく比べたの

ならば、そこにまた議員の提案が出たのならば、やっぱり、最後の最後までしっかり説明す

る必要があるのではないか。 

 組合長は、議員の皆様にしっかり説明してと常々言ってくれるんですけれども、これはス

ルーして次に行くのか、古い話だからいいやということなのか、もしかすると間違いがある

かもしれないので、もう１回やってみようと、やってみようというか、議員に説明してくれ

るということになるのか、組合長、いかがですか。 

 

○議長（沼田邦彦）  組合長。 

 

○組合長（川俣純子）  今、熊田センター長からもありましたけれども、説明できるよう

に調査させていただいて、検討させていただくようにしたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 
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○議長（沼田邦彦）  １番、渋井議員。 

 

○１番（渋井由放）  検討してくれるということなので、次の衛生センターの跡地利用に

ついてに行きたいと思います。 

 衛生センターの跡地利用につきましても、前の平塚議員の話にもありましたように、あそ

こから移れば、一度、解体をすると。解体するのに何億かかるか分かりませんが、まあ、相

当かかるのかなと。 

 あと、土壌汚染対策法に基づく安全対策もやるがということですが、現在、あそこの土の

中というか中身、私はよく分からないんですが、昔、あそこには焼却灰なんかを山にして置

いておいていたんだということを聞いていますけれども、もしかすると汚染が染み込んで

いる可能性もあるかもしれないということで調査をしたとか、まず、そんなことはあるんで

しょうか。 

 

○議長（沼田邦彦）  保健衛生センター所長。 

 

○保健衛生センター所長兼施設整備室長（熊田則昭）  ただいまの渋井議員のご質問にお

答えします。 

 以前、あそこに焼却灰があったという事実は聞いております。ただ、そこの地質調査、土

の成分の調査をやったという記録は確認しておりませんで、今後、新しい施設なり、現在使

用している施設を解体する際には、そういった調査も含め、県の指導を仰ぎながら、適正な

処理をしていければと考えております。 

 

○議長（沼田邦彦）  １番、渋井議員。 

 

○１番（渋井由放）  私もよく分からないんですが、汚染された土壌をそのまま残すとい

うのは、掘ってどこかに持っていくというのもなかなか難しい話だと思うので、地盤改良的

なものをやるのかなと思います。 

 それについては、何もしなければそれをやる必要がないということですが、那珂川町と那

須烏山市が使ったものということになれば、やっぱりここら辺、もし汚染されているという

ことになれば、使う使わないに関わらず、汚染を流出させないような手はずは取らなければ

ならないのかなと思うんですが、組合長、いかがですか。 
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○議長（沼田邦彦）  組合長。 

 

○組合長（川俣純子）  汚染があるかどうかを今まで調べたことがないということなの

で、今後、検査させていただいて、それで、まずどのようなことなのかを調べてからしか物

事は言えないと思います。今までないということなので、きっと普通に、ごみとか、いろい

ろなことは調べていると思います。水質とかも調べているという報告は受けていますので、

土壌のほうはちょっと私も分かりませんでしたので、今後、検査させていただいて、安全か

どうかというのも調べるようになると思います。ご提案はありがたいなと思いますので、そ

の計画も入れていきたいと思います。 

 

○議長（沼田邦彦）  １番、渋井議員。 

 

○１番（渋井由放）  もし土壌汚染があって、それを直さなければならないというか、改

良しなければならないということになりますと、またここで、えらいお金がかかってしまう。

調べておけば、汚染がないから、極端なことを言うと、人にも売れる、または盛土もできる

とか、こういうあんばいなのかなと思います。もし、汚染されていて、そこに汚染土壌の対

策費をかけたと仮定すると、ほかへ移るよりは、やっぱりそこでやったほうがいいかなと勝

手に解釈するわけですが、私、この前、国土交通省に行って建物が建つかどうかを確認して

まいりましたが、熊田所長さんも、いや、建ちませんという話だったんですが、その辺の確

認は行っていただけましたか。 

 

○議長（沼田邦彦）  保健衛生センター所長。 

 

○保健衛生センター所長兼施設整備室長（熊田則昭）  先週、渋井議員からご指摘があり

ましたことについて、翌日、那珂川上流事務所へ行って確認しております。 

 当時、平成２７年のときの発言を読ませていただきますと、計画法線は告示されていない

ので法的拘束力はないが、計画法線地内への施設の建設はご遠慮願いたい。これは指導事項

ではなく、お願い事項であるというような記録が残っております。現担当者にこちらの文書

を見ていただいたところ、このとおりであるということで、渋井議員にもこのようにご説明

させていただいたということで確認を取っております。 
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○議長（沼田邦彦）  １番、渋井議員。 

 

○１番（渋井由放）  建物が建つということで、それが確認できればいいんですけれども、

あと、この土地は、面積がどのぐらいで、幾らで取得したかというのは分かりますか。 

 

○議長（沼田邦彦）  保健衛生センター所長。 

 

○保健衛生センター所長兼施設整備室長（熊田則昭）  こちらは総務課から資料をいただ

いております。 

 購入金額については２２１万１,７５８円となっております。面積につきましては１万６,

６２５.１９平方メートルとなっております。 

 

○議長（沼田邦彦）  １番、渋井議員。 

 

○１番（渋井由放）  大体、１丁６反ですね、とても大きな面積でございまして、購入金

額も安いので、何らかの利用の方法、私が利用方法といったら、ここに衛生センターかなと

勝手に思います。まあ、それはかなわないんでしょうけれども、前回、水害が起きたときで

すけれども、大体、地盤から何メートル、何メートルまで行かないと思うんですけど、１メ

ートル行かなかったかなと思いますが、印とかはつけてございますか。 

 

○議長（沼田邦彦）  保健衛生センター所長。 

 

○保健衛生センター所長兼施設整備室長（熊田則昭）  当時、対応した者に確認しており

ます。焼却施設にも、ある程度、位置が示されております。し尿処理のほうにある事務所は、

玄関入り口の自動扉を入りまして、そこのタイルの部分まで浸水しているということで確

認しております。 

 

○議長（沼田邦彦）  １番、渋井議員。 

 

○１番（渋井由放）  数字でいうと１メートル以内ということでよろしいですか。 

 

○議長（沼田邦彦）  保健衛生センター所長。 
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○保健衛生センター所長兼施設整備室長（熊田則昭）  申し訳ございません、数字はちょ

っと申し上げられないので、現場での位置でしかお教えできませんので、ただ、それは間違

いではございませんので、必要であれば、何メートルという数字は後でお示しすることはで

きると思います。 

 

○議長（沼田邦彦）  １番、渋井議員。 

 

○１番（渋井由放）  中山議員と現地へ駆けつけて行ったんですけれども、ああ、やっぱ

り水没かというので２人で顔を合わせたところなんですが、多分、１メートルまでは行って

いないのかなと私は見ました。当然、５メートルから１０メートル水没する地域に国土交通

省のものは示されておりますけれども、下境の浸水想定区域も、集団移転ということは、水

が来たところの人に移転してもらおうというような考えでやっております。当然、もっと浸

水想定区域は広いんですけれども、そういうことを考えれば、あと、那珂川町もそうですし、

那須烏山市もそうですし、消防は浸水想定区域が出る前につくったものですから水没、水没

というので没というのではあれですかね、浸水というようなことになるのかなと思います。 

 そういう意味からすれば、２メートル程度盛土すれば使えるような気がしますので、何か

利用を考えると、特に今、那珂川町はどうか知りませんけど、那須烏山市では、県が許可し

たという話は聞いていますが、残土がばんばん届くんですね。そうすると、ただで埋まって

しまうというか、お金をもらって埋まってしまうかなと思うので、例えば、もしこれがなく

なったという場合ですけど、土木事務所とか町の建設課やら市の都市建設課やらと話をし

て、まずは残土処理場というか、これは公共事業から出る残土ということだと思いますが、

大体、土木事務所では年間４万立米ぐらい出るそうです。そうすると、使ったり、持ってい

ったり、いろいろするわけですけど、ここで指定ということになれば、面積が１万６,６２

５平米ですから、１年で大体２メートル盛土が完了するというようなことにもなるのかな

と。お金まではくれないと思いますが、道路もしっかりできていますし、そういう手法も頭

に入れていただいて、私は今の衛生センターにつくるのがいいのではないかなという考え

ですが、ほかにできた場合は、お金をかけないで盛土をする、そして利用できるというよう

な考えをしてみたらいかがかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

 

○議長（沼田邦彦）  保健衛生センター所長。 
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○保健衛生センター所長兼施設整備室長（熊田則昭）  渋井議員の貴重なご意見としてお

伺いしておきます。ありがとうございます。 

 

○議長（沼田邦彦）  １番、渋井議員。 

 

○１番（渋井由放）  広い面積はなかなかございませんので、知恵を絞って、まず第一は

建物が建つというところからスタートしまして有効利用を図れるよう、また、皆さんのアイ

デアもいただきながらいい方向に行くようにお願いしまして、私の一般質問を終わります。

ありがとうございました。 

 

○議長（沼田邦彦）  １番、渋井由放議員の質問が終わりました。 

 ここで、あらかじめ会議時間の延長を行いたいと思います。これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（沼田邦彦）  よって本日の会議時間は延長することに決定いたしました。 

 ここで暫時休憩いたします。 

 再開を午後４時５０分といたします。 

 

【休憩】（午後４時３６分） 

【再開】（午後４時５０分） 

 

○議長（沼田邦彦）  再開いたします。次に７番、川俣義雅議員の発言を許可します。 

 ７番、川俣議員。 

 

〔 川俣義雅議員 登壇 〕 

 

○７番（川俣義雅）  川俣義雅です。質問いたします。 

 地球温暖化の進行は人類の様々な活動が引き起こしたことは間違いない事実だと、今は

世界中の科学者が認めるところです。そして、この温暖化が、近年頻繁に起きる災害の引き

金になっており、その原因となっているＣＯ２などの排気ガスの排出を止めることが世界的

課題になっています。日本も、極めて不十分ながらも、２０５０年カーボンニュートラルに

向けて対策を講じ始めました。昨年改正された地球温暖化対策の推進に関する法律の２１

条では、市町村は実行計画をつくることとするとなっており、県内においても取組計画が出
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されています。新たな衛生センターの建設にあたっては、市民、町民の負担をできるだけ低

く抑えることは当然として、温暖化防止に合致したものにすべきであると考えます。 

 そこで、ごみ焼却に絞って伺います。 

 １つは焼却炉の大きさについてですが、先頃、下野新聞に、現在の日量５５トンを３９ト

ンの規模に縮小するとの報道が出ていました。この計画の根拠を伺います。 

 ２つ目に、関連しますが、燃やすごみの種類については現在と同じものを想定しているの

か伺います。 

 まず、お願いします。 

 

○議長（沼田邦彦）  組合長。 

 

○組合長（川俣純子）  川俣議員の新しい衛生センターで燃やすごみについてお答えいた

します。 

 １点目の質問、焼却炉の大きさ、性能は、現在のものと比べてどのようなものを予定して

いるかでありますが、現在の焼却炉は流動床式焼却炉で、炉の規模は、２炉で１６時間稼働

させ、５５トンの焼却処理が可能であります。そこで、現在策定しております一般廃棄物処

理施設整備計画では、ストーカ式焼却炉で、炉の規模は、２炉が１６時間稼働で、最大で３

９トンの焼却能力を想定しております。今後、分別区分の変更や人口動態の動向等を加味し、

将来におけるごみ排出量を見直すことにより、施設規模を検討していきたいと考えており

ます。 

 続きまして、２点目の質問、燃やすごみの種類は現在と同じかでありますが、現時点では

同様の種類と考えておりますが、令和４年４月からプラスチックに係る資源循環の促進等

に関する法律が新たに施行されますので、那須烏山市、那珂川町、南那須広域の間において、

プラスチック資源化なども今後検討してまいりたいと考えております。 

 何度か答弁をさせていただいておりますが、川俣議員からのご提案もありましたこと、ま

た、ほかの議員からも大分提案をいただいておりますので、再度検討させていただくことで、

計画を変えて、またいろいろなことを勉強させていただき、新しく造ることに関しては計画

を練り直していきたいと思っておりますので、ご了解いただきたいと思います。 

 

○議長（沼田邦彦）  ７番、川俣議員。 

 

○７番（川俣義雅）  細かく、ちょっと伺いたいと思います。令和２年度に出された主要
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施策の成果の２１ページに、ごみ質分析結果が出されています。そこにあるのは、燃やした

ごみの量、１年間で１万３０６トン余りというふうになっていますが、一番多いのが紙類で、

４３.２％となっています。実は、私はかなり意識をしまして、紙類のうち、使用済みの封

筒や包装紙、箱、チラシ、小冊子、切れ端などを、資源ごみの中の雑紙で出すようにしてい

ます。そうすると、燃やすごみとして出す紙類が物すごく減ります。燃やすごみを出す回数

も減りました。 

 さらに、私の知人にその話をする中で、こういうことになっているのかということが分か

りました。それは、資源になる雑紙の存在を知らない人がいるということです。書いてはあ

るんですよ、書いてはあるんですが、それを意識しないで、燃えるごみとして出してしまう

と。あるいは、知っていても燃やすごみとして出してしまう、雑紙として整理するのが大変

だから出しちゃう、そういう人がかなりいると、これは私も人に話をして、実感しています。

そして、先ほど言いましたように、雑紙としてきちんと出せば、燃やすごみは、紙は本当に

減るというふうに思います。 

 組合長も、９月ですか、１１月だったかな、同じように雑紙をきちんとしているというふ

うに、資源化しているというふうなお話もありましたけれども、いかがでしょうか、ご自分

でやってみて。 

 

○議長（沼田邦彦）  組合長。 

 

○組合長（川俣純子）  おかげさまで、すごく難しいことではなくて、違う意味で、包装

紙などは思いのほかかわいいのがたくさんあることを再確認させていただいたり、こうい

う資料をとじるときに、包み紙に入っていた紙など、ひもなどを使わせていただいて、自分

の気持ちが高揚するように明るい色のを選んだりとかさせていただいております。ご提案

いただいたことが、とても自分の中でもよかったなと思っています。改めてそういうことを

教えていただく前までは、雑紙というのを保管して出すということをあまり考えていませ

んでしたので、いい案を教えていただいたので、それを広めることが大切だと思って、今、

那須烏山市のほうでは、広報に載せていただいたり、いろいろしていますが、浸透している

かなというのは、まだちょっと実感ないので、その辺をもう少しリアルに。 

 本当でしたら、実はいろんなところを回って、ごみの分別の仕方を指導していこうという

話もあったのですが、このコロナ禍でそういうのができませんでしたので、ちょっと解除が

できるようになったら、直に言っていくとか、いろんな人の集まるところでそういう広報活

動とかをさせていただくことは、大分皆さんに教えていただきましたので、浸透できるよう
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に努めていきたいと思います。それだけで資源が違ってきますし、炉の大きさとかでも差を

つけることができるかもしれませんので、対応したいと思っております。いい案をいただき

ましてありがとうございます。 

 

○議長（沼田邦彦）  ７番、川俣議員。 

 

○７番（川俣義雅）  燃やしたごみの中で２番目に多いのがビニール類なんですね。いわ

ゆるプラスチック類です。これが２９.１％でした。那須烏山市も那珂川町も、プラスチッ

ク類で回収にしているのはペットボトルだけだと思います。 

 それで、９月議会のときにも質問で、プラスチックの回収はどうなっているのかと、県内

はどうなっているのかということで質問して、調べてみるというご回答でした。調べていた

だいたでしょうか、どうでしょうか。 

 

○議長（沼田邦彦）  保健衛生センター所長。 

 

○保健衛生センター所長兼施設整備室長（熊田則昭）  それでは、ただいまの川俣議員の

ご質問にお答えさせていただきます。 

 川俣議員のほうからありましたように、芳賀町のほうでは回収をやっております。それは

町で回収というか、拠点が決まっておりまして、拠点回収という方式で実施しているという

ことで確認しております。回収されたプラスチックにつきましては、ウィズウェイストジャ

パンの下野市にございます工場にて分別、清掃を行いまして、保管をしていると。保管をし

て、時期が来ましたら業者のほうへ出しているというようなことで確認を取っております。

費用は、年間５０トン集めて２００万円ほどかかっているというようなことで担当者のほ

うから話をいただいております。 

 川俣議員のほうでもおっしゃっているような、新プラの法律が今度施行、４月１日からと

いうことで、私のほうでも確認したところ、自治体等に求められているものについては、こ

ちらの再商品化ということですので、まさに芳賀町のほうで取り組んでいるような取組に

なってくるのかなと思います。こちらについては、市、町、あとは広域のほうで組織してお

ります環境衛生部会もございますので、こちらのほうで検討させていただくということで、

以前にも答弁させていただいたような経過がございます。４月ということで、近づいており

ますので、来年度は実際にどのような形でやっていったらいいかとか、取組の方法等を検討、

実際にしていきたいなと考えております。 
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 以上です。 

 

○議長（沼田邦彦）  ７番、川俣議員。 

 

○７番（川俣義雅）  今、火災が起きて大変問題になっています宇都宮、宇都宮でも、実

はこのプラスチックの回収を行っています。どういうものを回収しているかというと、お菓

子などの袋がありますね、それから卵のパック、食品トレー、カップ、発泡スチロール、そ

れからネット、弁当の容器、それから納豆のパックまで、燃やすごみではなく、資源回収を

しています。そうすると、プラスチック類、今は、かなりというか、燃やすごみとしてみん

な入れていますけども、そのかなりの部分は資源として回収できるんですよね。これは、先

ほど芳賀町のことが出ましたけれども、ほかのところでもやっているんですよ。だからそう

いうことをやはり積極的に、この町でもやっていく必要があるのではないかと思います。 

 今はいろんなものを燃やすことができて、実は私は、以前は東京に住んでいたんですけど、

東京は、こんなに何でもかんでも燃やすというと語弊があるけども、そういうふうにはなっ

ていないんですね。物すごく分別は細かくやっています。プラスチックももちろん回収をし

ています。 

 それで、今から極力、燃やさないようにすべきものは燃やさないで、資源回収を行うと、

そういうように切り替えるべきだと、そういう時期に今来ていると、新しく衛生センターを

造り替えるということをチャンスにして、そういうふうに思い切って切り替えるというこ

とはいかがでしょうか。特にプラスチックの回収、どうでしょう。 

 

○議長（沼田邦彦）  保健衛生センター所長。 

 

○保健衛生センター所長兼施設整備室長（熊田則昭）  現在となりましては、来年度のご

み収集のカレンダー等も出来上がっておりまして、令和４年度の回収については周知され

つつあるところであると思いますので、早くても令和５年度からの取組になるとは思いま

すが、４年度にかけて担当者と協議を重ね、できるようにしていきたいかなと考えておりま

す。 

 

○議長（沼田邦彦）  ７番、川俣議員。 

 

○７番（川俣義雅）  燃やすごみの中で３番目に多いのが布類でした。９.６％です。ど
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のくらいになるか分かりませんけども、極力衣類として出すようにすれば、燃やすほうに入

れる量を減らせると思われます。衣類ということ、汚れはもちろん落として、洗濯をしても

らって出すということになれば、それは再利用ということは十分可能になっていきます。そ

ういうふうに資源のほうに回すことができるのではないかというふうに思います。 

 次ですけれども、厨芥類、つまり台所から出る生ごみですね。那珂川町では、先ほど平塚

議員のほうからも紹介されましたけれども、いわゆる町場では回収をして、それを乾燥させ

て堆肥化しています。とてもいい堆肥だということで、評判になっています。これは町場で

しか今、那珂川町、行われていませんけれども、これをもっと広げることも可能だというふ

うに思います。そして、広域組合ですから、那珂川町でやっていることは那須烏山市でもぜ

ひやってもらいたいというふうに、組合長のほうから提案するということはいかがでしょ

うか。 

 

○議長（沼田邦彦）  組合長。 

 

○組合長（川俣純子）  ありがとうございます。実はご相談をしたことがあります。新た

に市のほうでつくるよりは、那珂川町で受け入れてもらえないのかという相談もしました。

ただ、ちょっと今の中では難しいと、あと茂木町にもあるので、どうですかといったら、や

はり自分の町ので手いっぱいですという話をいただきました。 

 当市のほうでどうしようかというので、もともとなんですけど、生ごみを乾燥させる機械

のほうの補助は出しております。今回は、コンポストというんですか、あれを補助金を出し

て、使えるところで使っていただこうというのをまずはやってみましょうということで、来

年度からですかね、予算を、ちょっと補助をつけることにさせていただいています。生ごみ

というものが資源になるということは、皆さん結構知っているんです。ただ、それを活用す

るということがなかなか難しくて、あとは、農家の方々はもともと、そういうことをやられ

ている方もいらっしゃいますが、普通にお勤めのおうちだったり、あと団地とかアパートの

方々はなかなか難しいので、その辺のご協力をどのようにしていくかは今後考えさせてい

ただきたい。一番生ごみでそういう対応ができるということはありがたいことだと思いま

すので、いい案だともちろん重々思っていますが、なかなか市でつくるとなると、また新た

な場所を認定するので、これだけ衛生センターももめていますので、またその場所をつくる

ということになると、いろいろな案が出てくると思います。 

 ですから、ちょっと慎重に、いろんな意味で検討させていただきたいと思います。案とし

ては本当にいいことなので、まずは身近にできることから始めさせていただいています。那
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珂川町さんも、茂木町でも同じものがありますので、かなり学習はさせていただけると思い

ますので、検討の余地はあると思っております。 

 

○議長（沼田邦彦）  ７番、川俣議員。 

 

○７番（川俣義雅）  コンポストの購入に対しての補助というのは那珂川町でも、今年か

らかな、やってもらっています。それで、生ごみを農家の人は有効利用している、活用して

いるというふうに、今、組合長おっしゃいましたけれども、実は違うんです。最近は、僕ら、

かなり年取っている者はそういうことをしていますよ、私のところもコンポストが５つも

あって、いつも入れては堆肥化して畑に入れてというふうに、繰り返しやっているんですけ

れども、今の若い人たちは、なかなかそうやらないようなんです。臭いがあるでしょう、だ

からもうそういうものは家に置かないで、ごみとして出しちゃうと、草取りをした後、その

草もごみ袋に入れて出しちゃう。 

 もうみんなそれは肥料になるわけですよね。僕らはそれを知っているから、少々体は使う

けれども、穴を掘って埋めちゃうとか、そういうふうにして出さないわけですけども、今の

若い人は違うんです。だから、収集されている方はよく分かっていると思うんですけども、

町場だけじゃなくて、田舎のほう、農家でもそういうふうにごみとして出しちゃう、何でも

出しちゃうと、そういうことがやられているというふうに私は思います。だから今度の、さ

っきちょっとチャンスだと言いましたけれども、市民や町民の方の意識も変えてもらう、そ

ういうチャンスだというふうに思っています。 

 それから次に、木と竹ですね、切って袋に入れて出しちゃう。もちろん燃えるんですけれ

ども、木や竹も、これチップにすれば、自然農業をやっている人たちは、それを畑の土と混

ぜて、それで野菜作ったり、米作ったり、やっているんですよ。だからそういうものも、町

として、あるいは市として回収して、チップにできる機械がありますから、そういうもので

チップにする。あるいは、そのチップにしたものを固めて、また燃やすものにする、そうい

うこともできると思いますので、とにかくできることをもうどんどんやっていくと、そうい

うことが必要ではないかというふうに思います。そういうふうに燃やすごみを、こうやった

ら減らせる、ああやったら減らせるということをやっていけば、今、組合として考えている

焼却炉の規模、もう３９トンなんて、全然要らない。 

 前もちょっと言いましたけれども、実はごみを燃やすというのは、日本では当たり前のよ

うにやられていますけれども、世界では当たり前じゃないんですよね。世界にある焼却炉の

９割は日本にあると言われているんです。だから物の考え方が違うんです。何でも燃やしち
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ゃう、それでもう見えなくする、なくしちゃう、目の前から消えてもらう、そういう考えで

やっているのは、恐らく日本が世界で一番、そういう意識が強いのではないかと思います。

それはやっぱり地球の、これからの未来を考えると、やってはいけない行為だというふうに

思いますので、やっぱり意識を変える、そういうことで、この組合も進んでいってもらいた

いというふうに思います。 

 ２０５０年というと、あと３０年、どこに造るかとかいうことをやっていくと、もう２０

５０年は今度の衛生センターが操業している、稼働している、そういう時期なんですよ。そ

の２０５０年には、実質的に二酸化炭素排出ゼロを目指すと、目指すというか、もう排出し

てはいけないよと、そういう施設は使ってはいけないよという、そういう時代になるのでは

ないかというふうに私は思うんですよ。回収したものは極力リサイクルに回す、今はどんど

んどんどんプラスチック類なんかがまだ作られていますけども、そういうものも恐らく規

制されてくると思います。もう極力作ってはいけないという時代になる、そういうものを先

取りして考えていく必要があるんだと思うんですよ。 

 鹿児島にある志布志の広域組合では、焼却炉は持たない、もう全て回収して、どうしても

残るものだけ、おむつとかそういうもの、どうしても残ってしまうものは圧縮して少量を埋

めると、そういうふうにやっているようです。だから私は、やればできると、燃やさなけれ

ば、当然のことながら、残った灰を片づけてもらうという必要もないわけですから、そうい

うふうに積極的に、今の衛生センターを操業している間に、それをもうどんどん実験してい

く、そして新しいものを、こうやったらこういうものができるんじゃないか、それだったら

引き受けてくれるところも出てくるんじゃないか、こんなふうに考えながらやっていきた

いと、やっていってもらいたいと思うんです。 

 し尿処理のことを考えると、まだまだ研究すべきことはたくさんあると思います。そうや

って研究しながら、この新しい衛生センターのことも考えていくということで、どうでしょ

うか。 

 

○議長（沼田邦彦）  保健衛生センター所長。 

 

○保健衛生センター所長兼施設整備室長（熊田則昭）  大変貴重なご意見ありがとうござ

います。今後の検討に生かしていきたいと思っております。ありがとうございます。 

 

○議長（沼田邦彦）  ７番、川俣議員。 
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○７番（川俣義雅）  研究してみて、できるところからとにかくもうスタートして、始め

るということを広く行ってもらいたいなと、先ほど生ごみの処理をほかの町でということ

も考えたということを組合長から話されましたけれども、やっぱり、お金はかかってもやる

べきことはやる、そうやっていくことが焼却炉の大きさをずっと縮めることができるわけ

ですから、結果的には、トータルで考えればお金がかからない、そういう方向に絶対行くと

思います。そういうことで、今、なかなか新しいことに進むことをちゅうちょしているとい

うことがあると思うんですけれども、これはすべきだというふうに、もう腹をくくってやっ

ていきたい、やっていただきたいということを最後に訴えまして、私の質問といたします。

ありがとうございました。 

 

○議長（沼田邦彦）  ７番、川俣義雅議員の質問が終わりました。 

 次に１０番、益子純恵議員の発言を許します。 

 １０番、益子純恵議員。 

 

〔 益子純恵議員 登壇 〕 

 

○１０番（益子純恵）  １０番、益子純恵です。議長より発言の許可をいただきましたの

で、通告書に基づき一般質問を行います。 

 質問事項は１項目のみです。大分時間も迫ってきているような感じなので、簡潔明瞭に質

問を行いたいと思います。 

 それでは、１項目め、３歳児健診における視力検査に対する考えについてを伺います。前

置きになりますけれども、３歳児健康診査は母子保健法で定められ、国が各自治体に実施を

義務づけておりますが、その目的に、視覚、聴覚、発達等の心身障害、その他の疾病及び異

常を早期に発見し、適切な指導を行い、心身障害の進行を未然に防止するとあります。一方

で、実施内容は各自治体に任されています。そのため、視覚検査においても全国的にばらつ

きがあるのが現状です。視覚検査は自覚的な要素が多く、特に小さなお子さんでは上手にで

きないこともあります。 

 視覚の発達する時期は幼児期に限られています。子供の視力は、１歳で０.２前後、４歳、

５歳で１.０に達すると言われており、ほぼ６歳までに完成すると言われています。満３歳

から３歳半頃に異常を発見し、治療を継続することができれば、６歳までにほとんどが０.

８以上の視力になり、学校生活で問題ない状態にすることができるそうです。多くの自治体

で３歳児健診の視覚検査は、アンケートと家庭での視力チェックという方法が取られてお
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り、２次検査で保健師や看護師がチェックをしています。３歳になったばかりの子供に視力

検査を親がすることは、すごく難しいです。視力の異常に気づくことが親では大変困難です。

３歳児健診で見逃されてしまうと、次に視力を測るのは就学時健診です。６歳になっており、

最大限に効果を得られる治療の機会を逃してしまうことになります。 

 このことからも、３歳児健診における視覚検査が、早期発見、早期治療に結びつくために

も重要であることが分かります。国でも、眼鏡をかけても視力が出ない弱視を予防するため、

目のピントが合っているかを調べる屈折検査を３歳児健診に導入するよう、全国の市区町

村に促す方針が出されました。この屈折検査では、遠視や乱視の程度、斜視の有無を調べ、

数秒で弱視のリスクが判定されます。高額である屈折検査機を購入する市区町村への補助

制度を創設する考えで、補助経費が２０２２年度予算に盛り込まれております。 

 そこで、３点について質問いたします。 

 １点目、今後、那須烏山市、那珂川町、両市町で３歳児健診を行う際に屈折検査が導入さ

れた場合、必要に応じて視能訓練士が健診に関わることができるかを伺います。 

 ２点目、３歳児健診において両市町で屈折検査が導入されると、健診に関わる保健師への

アドバイスが必要になってきます。那須南病院としてはどのように連携を図っていくこと

ができるかをお伺いします。 

 ３点目、３歳児健診での視力検査の結果、精密検査が必要となった場合、その受皿として

那須南病院の果たすべき役割についてどのように考えられるかを伺います。 

 以上、１回目の質問といたします。 

 

○議長（沼田邦彦）  組合長。 

 

○組合長（川俣純子）  益子議員からの３歳児健診における視力検査に対する考え方の１

点目のご質問であります、那須南病院に勤務する視能訓練士の当該検査への関わりについ

てお答えいたします。 

 現在、那須南病院には３名の視能訓練士が在籍しており、市、町で実施を予定している３

歳児健診の際の屈折検査に係る業務につきましては、当該健診現場へ視能訓練士を派遣し、

令和４年度から健診業務に従事が可能となるよう、現在調整しているところであります。 

 ２点目の質問であります、健診に関わる保健師への相談、アドバイス等の連携についてお

答えいたします。眼科領域における専門技術者として、健診現場において直接屈折検査に従

事することで、弱視になりそうな遠視や乱視などの屈折の異常があるかを調べることが可

能になり、今まで見つけることが難しかったような症例でも早期に発見することが期待で



85 

 

き、市、町の保健師への相談、アドバイスが実践できるものと考えております。 

 ３点目の質問であります、当該健診の結果、精密検査が必要となった場合、その受皿とし

て那須南病院の果たすべき役割についてお答えいたします。現在、当院において対応が可能

な場合には、治療、眼鏡処方などを行い、経過観察を対応しております。また、当院で対応

できない場合や、診断が確定できない場合には、さらに高次の専門医療機関へ紹介をするな

どの対応をしております。加えて、要精密検査となった子供に対しては、健診後６か月間ま

でには眼科受診状況等の継続的な把握を市、町側で行っていただき、その後、健診医、視能

訓練士、眼科医などの関係者が、精密検査結果報告書のデータに基づいた情報を共有するこ

とが不可欠であると認識しているところであります。 

 引き続き、地域が求める医療を実践し、地域の医療水準の向上に努めてまいりたいと考え

ておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○議長（沼田邦彦）  １０番、益子議員。 

 

○１０番（益子純恵）  いただきたいお答え、今全ていただいたような感じなので、再質

問は簡潔にさせていただきたいと思います。 

 先ほどの屈折検査機器への補助ですけれども、２分の１の補助がされるという大変有利

な補助ですけれども、広域行政のほうで購入すると、この補助は使えないということになる

ので、各市町で購入したもので検査をするということになってくるかと思いますので、その

話は今ここではしなくていいのかなと思いますけれども、実際に、この屈折検査機器は、医

師や視能訓練士さんでなくとも検査をすることが可能だということですけれども、那珂川

町の３歳児健診に関わる保健師さんの方にお話を聞いてまいりますと、来月には実際にス

ポットビジョンスクリーナーの研修に参加されるということを伺いました。しかしながら、

屈折検査の判定には限度があるようで、軽度の遠視性の弱視、屈折異常は見逃される傾向が

あるということで、保健師さんもその辺のところを大変危惧しておられました。 

 令和４年度より派遣が可能になるということですので、実際にこういった検査にあたっ

ていただくことで、大分これまで見逃されていたようなケースが発見されて、早期発見、早

期治療につながるのではないかと考えますので、１点目について再質問をさせていただく

としましたが、検査の結果、異常があるということが分かったときに、視能訓練士さんが入

っていただくということなので、この問題も解決されるかなとは思うんですけれども、保健

師さんが保護者の方に、異常がありますよということをお伝えすることになることに対し

て、保健師さん、とても不安を抱いておられました。 
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 と申しますのは、やはり保健師さんは、体のこと、発達のことに関しては、かなりの知識

を持って業務にあたられているけれども、視覚に関してはまだまだ知識が足りないんだと

いうことをおっしゃっておられました。そうしますと、知識がない中で保護者の皆様にご説

明をすると、保護者の方も不安を抱く、やはり自分の子供に問題があるということを保護者

が受け入れるということはすごく難しいことで、本当にこの人、知識があって、うちの子供

のことを問題があるよって言っているのかしらというところから入ってしまうと、やはり

なかなか次の受診につながらないということが出てくると思いますので、こういったとこ

ろで、実際に検査に入っていただくだけではなくて、結果をお伝えするときに視能訓練士さ

んに入っていただくことで、保護者の受容といいますか、それを受け入れて病院に行こうと

いう気持ちにつながると思いますので、そういったところも関わっていただきたいなと思

っておりますけれども、その辺はいかがでしょうか。 

 

○議長（沼田邦彦）  病院事務長。 

 

○病院事務長兼医事課長（鈴木高広）  今のご質問についてお答えさせていただきます。

視能訓練士が今後派遣されて、携わることになります。屈折検査を行った後、保健師さんに

つきましては、当日その場で、要精密検査が必要という判断については、その場にいらっし

ゃる健診医に確認をして、健診医のほうから、宛名がない医療機関への紹介状を出す、要精

密検査の報告書というものを送るということになっております。あわせて、６か月間、そち

らで受診をしているかどうかということも市町のほうで把握をしていくということは、市

のこども課のほうで確認をしております。そこに加えて、視能訓練士がアドバイスを加える

ということも、現場の視能訓練士の確認ができておりますので、今後、健診医と、それと保

健師と情報を共有しながら、そこの精度を高めていければというふうに思っております。 

 以上です。 

 

○議長（沼田邦彦）  １０番、益子議員。 

 

○１０番（益子純恵）  もう既にこれからの体制が構築されているようなので、ぜひお願

いしたいと思います。 

 ２点目の質問についての再質問に入らせていただきます。先ほどもお話をさせていただ

きましたけれども、やはり今まで屈折検査に関してはやったことがないという保健師さん

がほとんどでいらっしゃいますので、大変な不安を抱えているということなので、スポット
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ビジョンスクリーナーの研修には行かれるということではありますけれども、広域的に、視

能訓練士さんと保健師さんと研修をする機会を設けていただきたいなと考えております。

保健師さんもそれを望んでおられましたので、そういったところに関してはどう考えてお

られるかお伺いしたいと思います。 

 

○議長（沼田邦彦）  病院事務長。 

 

○病院事務長兼医事課長（鈴木高広）  今ご質問ありました件でございますが、今、視能

訓練士３名おりまして、３名の視能訓練士ともその辺は話して、機器を用いて行うことにつ

いての保健師の不安についても当然情報共有しているところでございます。令和４年度に

おいて、那須烏山市と、それから併せて那珂川町の保健師、こちらのほうも、実施の日にち

と、それから、夏頃から開始をするような話を聞いておりますが、そこが始まる前に、情報

共有というか、実施に向けた調整ということはできることと思っております。 

 以上です。 

 

○議長（沼田邦彦）  １０番、益子議員。 

 

○１０番（益子純恵）  ぜひよろしくお願いいたします。 

 ３点目の再質問に入らせていただきます。一番この健診でチェックをして大切なことと

いうのは、早期に発見して、医療機関につなげて、早期に受診、治療を開始していくという

ことが一番大切だと思います。日本眼科医会、全国のアンケートでも、未受診率というのが

３５％前後というようなものを見たことがあります。健診で異常を指摘されても、眼科を受

診しなければ、弱視を見逃してしまうことになります。 

 検診を受診しなかった、精密検査を受診しなかった理由として、保護者が、見え方が問題

ないように見えた、それから仕事が忙しかったからといったような報告があるようなんで

すけれども、那珂川町、那須烏山市においては、眼科の数が決して多いと言える地域ではあ

りませんし、そういったところもなかなか受診につながりにくい立地であると思っており

ますので、先ほど受皿になっていただけるというようなご答弁いただきましたけれども、ぜ

ひ、那須南病院を受診したらいかがですかということ、特段のご希望がなければ、ぜひ近い

ところで継続して治療が受けられるように、那須南病院を受診したらいかがですかという

ようなことをお勧めいただく、そうすることで保護者も安心して精密検査に行くことがで

きると思いますので、ぜひそういったところに結びつけていただきたいと思っていますけ
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れども、その点に関してはいかがでしょうか。 

 

○議長（沼田邦彦）  病院事務長。 

 

○病院事務長兼医事課長（鈴木高広）  貴重なご意見ありがとうございます。今のご意見、

とても大切だと思っておりまして、先ほど組合長のほうから申し上げましたが、健診後６か

月までに市町のほうで眼科の受診状況を継続的に把握するということは、那須烏山市のこ

ども課の保健師のほうから確認取れております。そこで、今教えていただきました、今後の、

那須南病院のほうでの受診への案内というのもぜひ行って、受診を病院のほうでしていた

だいてというＰＲ、広告をしていければなと思っております。ありがとうございます。 

 

○議長（沼田邦彦）  １０番、益子議員。 

 

○１０番（益子純恵）  ぜひ３歳児健診の屈折検査に併せて、那須南病院を受診してくだ

さいというようなＰＲのチラシとか、そういったものを異常があった方には持って帰って

いただけるような、そういうものがあると、安心して次につながって、継続して治療につな

がるかなと思います。 

 本当にいただきたい答えを全ていただきましたので、まとめに入らせていただきますけ

れども、片方に弱視を有する方が、将来的にもう片方の、見えるほうの目に障害が起きたと

きに、同じ仕事を続けられる割合が僅か３５％であるというような記事を読ませていただ

きました。高齢になってからも、両目の視力障害に陥る確率が正常者の２倍であるというこ

とも併せて書いてありました。このようなことからも、３歳児健診の視覚検査を大変重要な

機会と捉えていただきまして、チェックをして、精密検査につなげて、継続して治療を受け

る、そしてそれを各市町で、ちゃんと治療に通えているかなというところを把握して、もし

治療が続けていないようだったら、またそこで受診につなげるような勧奨をしていくとい

うような、広域的な、各市町と広域行政の連携が図れれば、子供たち、将来にわたって見え

なくて困るということが少しは減ってくるのかなと思いますので、こういったところも積

極的に取り組んでいただけたらなと思っております。ぜひそういった体制を構築されるこ

とをお願いいたしまして、私の一般質問を終わります。 

 

○議長（沼田邦彦）  １０番、益子純恵議員の質問が終わりました。これで一般質問を終

わります。 
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 以上で、本定例会に付議された事件は全て終了いたしました。 

 本日の会議を閉じます。これをもちまして、令和４年第１回南那須地区広域行政事務組合

議会定例会を閉会いたします。大変お疲れさまでございました。 

 

[ 午後５時３５分閉会 ] 

 


